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第Ⅰ編  総   則 

 

 

第１章 計画の目的 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）に基づき、原子力事業者の原子炉の運転等（加工、原

子炉、貯蔵、再処理、廃棄、使用（保安規定を定める施設）、事業所外運搬（以下「運搬」

という。））により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外（運搬の場合は輸送容器

外）に放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図

るために必要な対策について、県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め、原子力災害対策の総合的かつ計画的な推

進を図り、防災関係機関、県民がその有する全機能を有効に発揮して山口県の地域並びに

県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。 

 

 

第２章 計画の性格 

 

１ この計画は、防災基本計画原子力災害対策編に基づき、県の地域における原子力災害

対策に関して総合的かつ基本的性格を有するものである。 

また、指定行政機関、指定公共機関が作成する防災業務計画に抵触するものでなく、

市町における地域防災計画（原子力災害対策編）の策定又は修正に当たっての指針とな

るものである。 

２ この計画は、災害対策基本法第４０条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要がある

と認めるときはこれを補完し修正する。防災関係機関は関係のある事項について、毎年

山口県防災会議が指定する期日までに計画の修正案を提出するものとする。 

３ この計画の作成又は修正に際しては、原子力災害対策特別措置法第６条の２第１項の

規定に基づいて、国（原子力規制委員会）が定める「原子力災害対策指針」（平成２５年

２月２７日改正）を遵守するものとする。 

４ この計画に定めのない事項については、山口県地域防災計画（本編、震災対策編）に

よるものとする。 

５  この計画は、防災関係機関がそれぞれの立場において実施責任を有するものであり、

平素から研究、訓練等を行うなどしてこの計画の習熟に努めるとともに、住民に対して、

この計画の周知を図り、計画の効果的な運用ができるように努めるものとする。 

６  計画の具体的実施に当たっては、防災関係機関が相互に連携を保ち、総合的な効果が

発揮できるように努めるものとする 

７ 計画の用語 

(1) 災対法     災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

(2) 原災法     原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号） 

(3) 県       山口県 

(4) 関係周辺市町  上関町 

(5) 関係消防本部  柳井地区広域消防組合消防本部 

(6) 立地県     愛媛県 

(7) 原子力事業者  四国電力株式会社 
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(8) 原子力発電所  四国電力株式会社伊方発電所 

(9) 指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関 

           災対法第２条第３号～第６号の規定によるそれぞれの機関 

(10) 県防災計画   山口県地域防災計画（原子力災害対策編） 

 

 

 

第３章 原子力災害対策に係る責務 

 

 

第１節 原子力事業者 

 

原子力事業者は、原災法及び関係法令に基づき、原子力災害の発生の防止に万全の措置

を講じるとともに、原子力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に、誠意を持って必要

な措置を講ずる責務を有する。 

 

 

第２節 県・関係周辺市町と原子力事業者の連携協力 

 

県並びに関係周辺市町は、原子力事業者と相互に連携を図りながら、協力して、原子力

災害事前対策、緊急事態応急対策及び原子力災害中長期対策を実施するものとする。 

 

 

 

第４章 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域 

 

原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（以下「原子力災害対策重点区域」という。）

については、以下に示す基準をもとに、行政区画、地勢等を勘案し、次のとおり地域の範

囲を定める。 

原子力災害対策重点区域の基準 地域の範囲 

ＰＡＺ（Precautionary Action Zone） 

[予防的防護措置を準備する区域] 

原子力施設を中

心として概ね半

径５㎞の範囲 

－ 

ＵＰＺ(Urgent Protective Action Planning Zone) 

[緊急時防護措置を準備する区域] 

原子力施設を中

心として概ね半

径３０㎞の範囲

からＰＡＺを除

いた範囲 

上関町八島 
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【周辺地域の地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 立地県の原子力災害対策重点区域 

原子力災害対策重点区域の基準 対象市町 

ＰＡＺ（Precautionary Action Zone） 

[予防的防護措置を準備する区域] 

原子力施設を中

心として概ね半

径５㎞の範囲 

伊方町 

ＵＰＺ(Urgent Protective Action Planning Zone )

[緊急時防護措置を準備する区域] 

原子力施設を中

心として概ね半

径３０㎞の範囲

からＰＡＺを除

いた範囲 

伊方町 

八幡浜市 

大洲市 

西予市 

宇和島市 

伊予市 

内子町 

 

 

 

第５章 原子力発電所の施設の状態等に応じた防護措置 

 

 原子力発電所に異常が発生した場合には、原子力事業者、国、県、立地県等が、共通の

認識に基づいて、防護措置を迅速に実施できるよう、原子力発電所の施設の状態等に応じ

て実施する防護措置を次のとおり定める。 

 

第１節 原子力発電所の状態等の区分 

 

区 分 原子力発電所施設の状態等 

異常事象 

（Ａレベル） 

発電所の事故により、放射性物質が外部に放出され、県又は立地県が

設置する測定器、若しくは原子力事業者が敷地境界付近に設置する測定

器の空間ガンマ線量率の値が、０．１５μSv/h を超えたとき 
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特定事象 

（Ｂレベル） 

１ 敷地境界付近の放射線量率の上昇 

県又は立地県、原子力事業者が設置するモニタリングステーション

又はモニタリングポストにおいて以下の状態に至ったとき 

ただし、落雷の影響による場合は除く 

(1) １地点のみにおいて、５μSv/h 以上を１０分間以上継続して検出

したとき 

(2) ２地点以上において５μSv/h 以上を同時に検出したとき 

(3) １地点又は２地点以上において、１μSv/h 以上を検出した場合、

中性子測定用可搬式測定器によって１μSv/h 以上を検出した放射線

測定設備の周辺の中性子線量率を測定し、両者の合計が５μSv/h 以

上となったとき 

２ 排気筒からの異常な放射性物質の放出 

以下に示す排気筒において「原子力災害対策特別措置法に基づき原

子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令」（以下、「通報省令

（原子炉施設）」という。）第５条第１項で定める基準以上の放射性物

質を検出したとき 

(1) １号機補助建家排気筒 

(2) １号機格納容器排気筒 

(3) ２号機補助建家排気筒 

(4) ２号機格納容器排気筒 

(5) ３号機補助建屋排気筒 

(6) ３号機格納容器排気筒 

３ 放水口からの異常な放射性物質の放出 

放水口において、「通報省令（原子炉施設）」第５条第１項で定める

基準以上の放射性物質を検出したとき 

４ 火災、爆発による管理区域からの異常な放射性物質の放出 

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、「実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則」第１条第２項第４号に規定する管

理区域の外の場所において、以下の事象が発生したとき 

(1) ５０μSv/h 以上の放射線量率を検出したとき 

(2) 放射能水準が５μSv/h の放射線量率に相当するものとして、「通報

省令（原子炉施設）」第６条第２項に定める基準以上の放射性物質

が検出されたとき 

又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により、放射

線又は放射能の測定が困難な場合であって、その状況に鑑み上記

(1)、(2)の事象が発生する蓋然性が高くなったとき 

５ 原子炉停止機能喪失 

原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒により原子炉を停

止することができなかったとき 

６ １次冷却材喪失 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする１次冷却

材の漏えいが発生したとき 

７ 蒸気発生器除熱機能喪失 

原子炉の運転中に蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失したとき 

８ 全交流電源喪失 

原子炉の運転中にすべての交流電源からの電気の供給が停止し、か

つ、その状態が５分以上継続したとき 
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９ 直流電源喪失 

原子炉の運転中に非常用直流母線が１となった場合において、当該

直流母線に電気を供給する電源が１となる状態が５分以上継続したと

き 

10 停止時原子炉水位低下 

原子炉の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合に

おいて、原子炉容器内の水位が、当該原子炉から残留熱を除去する機

能が喪失する水位まで低下したとき 

11 使用済燃料ピット水位異常低下 

使用済燃料ピットの水位が、当該燃料集合体が露出する水面まで低

下したとき 

12 中央制御室使用不可 

中央制御室が使用できなくなることにより、中央制御室からの原子

炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失したと

き 

13 原子炉外臨界 

原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の内部を除く。）におい

て、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法によ

る管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態

になったとき 

緊急事態 

（Ｃレベル） 

１ 敷地境界付近の放射線量率の上昇 

県又は立地県、原子力事業者が設置するモニタリングステーション

又はモニタリングポストにおいて以下の状態に至ったとき 

ただし、落雷の影響による場合は除く 

(1) １地点のみにおいて、５００μSv/h 以上を１０分間以上継続して

検出したとき 

(2) ２地点以上において５００μSv/h 以上を同時に検出したとき 

(3) １地点又は２地点以上において、５μSv/h 以上を検出した場合、

中性子測定用可搬式測定器によって１μSv/h 以上を検出した放射線

測定設備の周辺の中性子線量率を測定し、両者の合計が５００μ

Sv/h 以上となったとき 

２ 排気筒からの異常な放射性物質の放出 

以下に示す排気筒において「通報省令（原子炉施設）」第１２条第１

項で定める基準以上の放射性物質を検出したとき 

(1) １号機補助建家排気筒 

(2) １号機格納容器排気筒 

(3) ２号機補助建家排気筒 

(4) ２号機格納容器排気筒 

(5) ３号機補助建屋排気筒 

(6) ３号機格納容器排気筒 

３ 放水口からの異常な放射性物質の放出 

放水口において、「通報省令（原子炉施設）」第１２条第１項で定め

る基準以上の放射性物質を検出したとき 

４ 火災、爆発による管理区域からの異常な放射性物質の放出 

火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、「実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則」第１条第２項第４号に規定する管

理区域の外の場所において以下の事象が発生したとき 
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(1) ５mSv/h 以上の放射線量率を検出したとき 

(2) 放射能水準が５００μSv/h の放射線量率に相当するものとして、

「通報省令（原子炉施設）」第６条第２項に定める基準の 100 倍以上

の放射性物質を検出したとき 

又は、火災、爆発その他これらに類する事象の状況により、放射

線又は放射能の測定が困難な場合であって、その状況に鑑み上記

(1)、(2)の事象が発生する蓋然性が高くなったとき 

５ 原子炉停止機能喪失 

原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべて

の機能が喪失したとき 

６ 非常用炉心冷却装置作動失敗 

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする１次冷却

材の漏えいが発生した場合又は蒸気発生器へのすべての給水機能が喪

失した場合において、すべての非常用炉心冷却装置による当該原子炉

への注水ができなくなったとき 

７ 格納容器圧力上昇 

原子炉の運転中に１次冷却材の漏えいが発生した場合において、原

子炉格納容器内の圧力が当該格納容器の設計上の最高使用圧力に達し

たとき 

８ 蒸気発生器除熱機能喪失 

原子炉の運転中（すべての交流電源からの電気の供給が停止した場

合に限る。）において、蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失したと

き 

９ 直流電源喪失 

原子炉の運転中にすべての非常用直流電源からの電気の供給が停止

し、かつ、その状態が５分以上継続したとき。 

10 炉心溶融 

原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は

原子炉容器内の温度を検知したとき 

11 停止時原子炉水位低下 

原子炉の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合に

おいて、原子炉容器内の水位が、当該原子炉から残留熱を除去する機

能が喪失する水位まで低下し、かつ、その状態が１時間以上継続した

とき 

12 停止時原子炉水位異常低下 

原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す

原子炉容器内の水位の変化その他の事象を検知したとき 

13 中央制御室使用不可 

中央制御室および中央制御室外からの原子炉を停止する機能又は原

子炉から残留熱を除去する機能が喪失したとき 

14 原子炉外臨界 

原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉本体の内部を除く。）に

おいて、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続してい

る状態をいう。）になったとき 
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第２節 原子力発電所の状態等に応じて実施する防護措置 

 

区   分 ＵＰＺにおける防護措置の概要 

異常事象 

（Ａレベル） 

放射線による住民等への

影響が切迫した状態ではな

いが、原子力発電所において

異常が発生した又はそのお

それがある状態 

－ 

特定事象 

（Ｂレベル） 

原子力発電所において、放

射線により住民等に影響を

もたらす可能性がある事象

が発生した状態 

 

必要に応じて屋内退避の準備を行う。 

緊急事態 

（Ｃレベル） 

原子力発電所において、放

射線により住民等に影響を

もたらす可能性が高い事象

が発生した状態 

 

 必要に応じて屋内退避を実施する。 

放射性物質の環境への放出に備え、避難

や一時移転、除染等の防護措置の準備を開

始する。 

放射性物質が環境に放出された場合に

は、緊急時モニタリングの結果に基づいて、

避難や一時移転、飲食物の摂取制限など、

必要な防護措置を実施する。 
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第３節 放射性物質が放出された場合の防護措置と実施の基準 

 

放射性物質が環境に放出された場合には、住民等への被ばくの影響を回避するため、緊

急時モニタリングの結果に基づいて、迅速に防護措置を実施することができるよう、具体

的な基準等を次のとおり定める。 

防護措置を実施する基準については、国（原子力規制委員会）が定める「原子力災害対

策指針」に規定されているＯＩＬ（Operational Intervention Level）を用いる。 

基準の種類 実施する防護措置等 基準値 

ＯＩＬ１ 住民等の避難、屋内退避 500μSv/h 

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率） 

ＯＩＬ４ 避難又は一時移転した住

民等の除染 

β線：40,000 cpm 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率

※１

） 

β線：13,000cpm【１ヶ月後の値】 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

ＯＩＬ２ 住民等の一時移転及び地

域生産物

※２

の摂取制限 

20μSv/h 

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率） 

飲 食 物 に

係 る ス ク

リ ー ニ ン

グ基準 

飲食物中の放射性核種濃

度測定を実施すべき地域

の特定 

0.5μSv/h

※３

 

（地上１m で計測した場合の空間放射線量率） 

ＯＩＬ６ 

 

飲食物の摂取制限 

 

核 種 

飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類、穀類、

肉、卵、魚、 

その他 

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg

※４

 

放射性セシウム 200Bq/㎏ 500Bq/kg  

プルトニウム及

び超ウラン元素

のアルファ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg  

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg  

 

 

（注） 防護措置の実施基準では、空間放射線量率等に基づく緊急度により、災対法上

の避難を「避難」と「一時移転」の２つの類型に分類。 

※１ β線入射窓面積が 20 ㎠の検出器を利用した場合の計数率。 

※２ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産さ

れた食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を

食べた牛の乳）をいう。 

※３ 計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値。 

※４ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 
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【防護措置の内容】 

防護措置 内       容 

屋 内 退 避 

放射性物質の吸入抑制や中性子線及びガンマ線を遮へいすることに

より、被ばくの低減を図るため、屋内に退避する。 

放射性物質の環境への放出前は必要に応じ、また、放出後は数時間以

内を目途に対象区域を特定し、屋外にいる住民等の自宅又は公共施設等

への退避を実施する。 

避   難 

高い空間放射線量率が計測された地域又は放射線量率が高くなるお

それのある地域において、被ばくの低減を図るため、放射性物質又は放

射線の放出源から速やかに離れる。 

放射性物質の環境への放出後、数時間以内に対象区域を特定し、数時

間から１日以内に、住民等をあらかじめ指定している避難所に避難させ

る。 

除   染 

被ばくの低減を図るため、体表面等に付着した放射性物質のふき取

り・洗浄等を行うことにより、放射性物質を除去する。 

救護所等において、避難又は一時移転した住民等のスクリーニングを

行い、基準値を超えた場合には、迅速に除染を実施する。 

一 時 移 転 

日常生活の継続に伴う被ばくの低減を図るため、空間放射線量率が住

民等の避難が必要となる地域に比べ、低い地域において、放射性物質又

は放射線の放出源から離れる。 

放射性物質の環境への放出後、１日以内に対象区域を特定し、１週間

以内に住民等をあらかじめ指定している避難所等に、一時的に移転す

る。 

地域生産物の

摂取制限 

住民等の一時移転が必要となる区域において、経口摂取による内部被

ばくの低減を図るため、地域生産物の摂取を回避する。 

一時移転に併せて地域生産物の摂取制限を実施する。 

飲食物の摂取

制限 

飲食物中の放射性核種濃度の測定を行い、一定以上の濃度が確認され

た場合に、経口摂取による内部被ばくの低減を図るため、該当する飲食

物の摂取を回避する。 

放射性物質の環境への放出後、１週間内を目途に飲食物の放射性核種

濃度の測定と分析を行い、基準値を超える場合には飲食物の摂取制限を

実施する。 
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【防護措置の実施手順（ＵＰＺ）】 

 避 難 一時移転 飲食物摂取制限 

放

出

以

前 

   

環

境

へ

の

放

射

性

物

質

の

放

出

後 

数時間 

以内 

 

 

 

 

  

１日 

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数日 

以内 

 

 

 

 

  

１週間 

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

以内 

 

 

 

 

 

 

 

  

体表面汚染 

スクリーニング 

ＯＩＬ４ 超 

（β線：40,000cpm） 

除  染 

避 難 

（屋内退避） 

ＯＩＬ１ 

500μSv/h 超 

暫定飲食物 

摂取制限 

ＯＩＬ２ 

20μSv/h 超 

一 時 移 転 

体

表

面

汚

染

ス

ク

リ

ー

ニ

ン

グ 

除  染 

ＯＩＬ４ 超 

（β線：13,000cpm） 

除  染 

ＯＩＬ４ 超 

（β線：40,000cpm） 

飲食物スクリーニング

基準 0.5μSv/h 超 

飲食物放射能濃度測定 

ＯＩＬ６ 超 

飲食物摂取制限 

緊 急 事 態 

屋 内 退 避 

緊急時モニタリングの実施（汚染範囲の特定） 
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第６章 防災関係機関の業務の大綱 

 

県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が原子力防災に関し

て処理する業務及び県民・事業所のとるべき措置は、概ね次のとおりとする。 

 

１ 県 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

知 事 部 局 等 

１ 県地域防災計画(原子力災害対策編)の作成・修正に関するこ

と 

２ 原子力防災に係る組織の整備に関すること 

３ 原子力防災に係る知識の普及と啓発に関すること 

４ 原子力防災に係る訓練の実施に関すること 

５ 原子力防災活動に係る資機材等の整備に関すること 

６ 原子力災害に係る情報の収集、伝達、広報及び被害調査に関

すること 

７ 緊急時モニタリングの実施に関すること 

８ 住民の避難等及び立入制限に関すること 

９ 被災者の救出・救護等の措置に関すること 

10 緊急被ばく医療措置に関すること 

11 飲食物の摂取制限、出荷制限に関すること 

12 汚染の除去に関すること 

13 犯罪の予防、交通規制その他災害時における社会秩序の維持

に必要な対策の実施に関すること 

14 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保に関すること 

15 緊急輸送の確保に関すること 

16 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

等の原子力災害対策に係る連絡調整に関すること 

17 国の原子力災害対策本部等との連絡調整に関すること 

18 その他災害の発生防止又は拡大防止のための措置に関するこ

と 

19 原子力災害中長期対策の実施に関すること 

20 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること 

警 察 本 部 

１  周辺住民等への情報伝達に関すること 

２  避難等の誘導及び屋内退避の呼び掛けに関すること 

３  交通規制及び緊急輸送の支援に関すること 

４  避難住民等の援助及び被災地域の犯罪の予防等社会秩序の維

持に関すること 
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２ 市町 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

関係周辺市町 

１ 市町地域防災計画(原子力災害対策編)の作成・修正に関する

こと 

２ 原子力防災に係る組織の整備に関すること 

３ 原子力防災に係る知識の普及と啓発に関すること 

４ 原子力防災に係る訓練の実施に関すること 

５ 原子力防災活動に係る資機材等の整備に関すること 

６ 原子力災害に係る情報の収集、伝達、広報及び被害調査に関

すること 

７ 避難計画の作成に関すること 

８ 緊急時モニタリングへの協力に関すること 

９ 避難等の指示及び避難所等の開設・運営に関すること 

10 緊急被ばく医療措置への協力に関すること 

11 飲食物の摂取制限、出荷制限に関すること 

12 汚染の除去に関すること 

13 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保に関すること 

14 緊急輸送の確保に関すること 

15 その他災害の発生防止又は拡大防止のための措置に関するこ

と 

16 損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること 

17 原子力災害中長期対策の実施に関すること 

その他の市町  関係周辺市町における緊急事態応急対策の応援に関すること 

 

３ 消防機関 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

 関係消防本部 

１ 救急、消防防災活動に関すること 

２ 住民の避難、誘導等に関すること 

 

４ 指定地方行政機関 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

中国管区警察局 

１  管区内各警察の調整及び応援派遣に関すること 

２  他管区警察局との連携に関すること 

３  関係機関との協力に関すること 

４  情報の収集及び連絡に関すること 

５  警察通信の運用に関すること 

中 国 財 務 局 

(山口財務事務所) 

１  地方公共団体に対する災害融資等に関すること 

２  災害時の金融機関、証券会社等の緊急措置に関すること 

３  地方公共団体に対する災害の応急措置の用に供する国有財産

の無償貸付等に関すること 
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中国四国厚生局 

独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整（災害時に

おける医療の提供）に関すること 

中国四国農政局 

 

１ 農林畜水産物等の安全性確認のための調査への助言及び協力

に関すること 

２  災害時における食料等の支援に関すること 

３  農林漁業関係金融機関に対する金融業務の円滑な実施のため

の連絡調整等に関すること 

近畿中国森林管理局 

(山口森林管理事務所) 

１  災害対策用・復旧用資材の供給に関すること 

２  森林火災防止対策に関すること 

中国経済産業局 

１  所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること 

２  電気、ガスの供給の確保に必要な指導に関すること 

３  被災地域において必要とされる災害応急対応物資（生活必需

品、災害復旧資材等）の適正価格による円滑な供給を確保する

ため必要な指導に関すること 

４ 被災中小企業者の事業再建に必要な資金融通の円滑化等の措

置に関すること 

中 国 運 輸 局 

(山口運輸支局) 

九 州 運 輸 局 

(下関海事事務所) 

１  所掌業務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること 

２  関係機関及び関係輸送機関との連絡調整に関すること 

３  災害時における輸送用船舶・車両のあっせん、確保に関する

こと 

４  鉄道、軌道及び索道の安全確保並びにこれらの施設及び車両

の安全確保に関すること 

５  船舶・港湾荷役施設等の安全確保に関すること 

６  船舶の安全性及び安全な運航の確保に関すること 

大 阪 航 空 局 

１  災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するた

めに必要な措置に関すること 

２ 航空機事故の応急対策に関すること 

３  指定地域上空の飛行規制とその周知に関すること 

第六管区 

海上保安本部 

(徳山･広島海上保安部) 

第七管区 

海上保安本部 

(仙崎･門司海上保安部) 

１ 海上モニタリングの支援に関すること 

２  海難救助、海上における治安維持、海上交通の安全確保に関

すること 

３  船舶、航空機による避難者、救援物資、救援隊、医師、負傷

者等の輸送の協力に関すること 

４  警報等の伝達、避難等の勧告及びその誘導に関すること 

５  災害情報の収集、伝達及び災害広報に関すること 

６  緊急事態応急対策の実施に必要な物資の収用、保管等に関す

ること 

福岡管区気象台 

(下関地方気象台) 

１  気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関する

こと 

２ 気象業務に必要な観測体制の充実、及び予報、通信等並びに

設備の整備に関すること 
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３ 気象、地象(地震にあっては、発生した断層連動による地震動

に限る)、水象の予報及び警報・注意報、並びに台風、大雨、竜

巻等突風に関する情報等の防災機関への伝達に関すること 

４ 気象庁が発表する緊急地震速報(警報)について、緊急地震速

報の利用の心得などの周知・広報に関すること 

５ 市町が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマ

ップ等の作成への技術的な支援・協力に関すること 

６ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時における、県や

県内市町に対しての気象状況の推移やその予想の解説等に関す

ること 

７ 県や県内市町、その他の防災関係機関と連携した、防災気象

情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に関すること 

中国総合通信局 

１  災害時の電気通信の確保のための応急対策及び非常用通信の

運用監督に関すること 

２  災害時に備えての電気通信施設（有線施設及び無線施設）整

備のための調整並びに電波の監理に関すること 

３  非常通信協議会を通じての地方公共団体及び関係機関に対す

る非常通信の運用に関する指導及び協議に関すること 

４  通信機器の供給の確保に関すること 

５ 災害対策用移動電源車の貸与に関すること 

山 口 労 働 局 

１  工場等、事業場における安全衛生管理に関すること 

２  災害復旧事業実施に伴って発生が危惧される労働災害の防止

の指導、監督に関すること 

３  労働者災害補償保険の給付に関すること 

４ 失業者の雇用確保、雇用保険の給付に関すること 

５ 被災地の復興に必要な労務の確保に関すること 

中国地方整備局 

九州地方整備局 

（ただし、九州地

方整備局は、港湾

関係のみ） 

１  直轄公共土木施設の計画、整備、災害予防、応急復旧及び災

害復旧に関すること 

２  地方公共団体等からの要請に基づく応急復旧用資機材、災害

対策用機械等の提供に関すること 

３  国土交通省所掌事務に係わる地方公共団体等への勧告、助言

に関すること 

４  災害に関する情報の収集及び伝達に関すること 

５  洪水予報及び水防警報の発表及び伝達に関すること 

６  災害時における交通確保に関すること 

７  海洋汚染の防除に関すること 

８ 緊急を要すると認められる場合、申し合わせに基づく適切な

応急措置の実施に関すること 

中国四国地方 

環境事務所 

廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及び伝達に関するこ

と 

中国四国防衛局 

災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整に関する

こと 
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５ 自衛隊 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

自 衛 隊 

１ 災害派遣の準備に関すること 

 (1)  災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

 (2)  災害派遣計画の作成 

 (3)  災害に関する教育訓練の実施 

２ 災害派遣の実施に関すること 

 (1)  避難等の援助 

(2)  災害時における空中輸送の支援 

(3)  上空及び海上モニタリングの支援 

(4)  通信支援、人員物資等の陸上輸送の支援 

(5)  炊飯・給水及び宿泊の支援 

(6)  人命・財産の保護のための必要な救援活動の実施 

(7)  その他災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償

貸与又は譲与 

 

６ 指定公共機関 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

日 本 銀 行 

(下 関 支 店 )  

災害発生時における通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な

調整及び信用制度の保持運営に関すること 

日本赤十字社  

山 口 県 支 部 

１  災害時における医療、助産及び遺体検案等被災地での医療救

護に関すること 

２  輸血用血液の確保、供給に関すること 

３  被災者への物資配給、炊き出し、避難所奉仕、通信連絡等の

協力に関すること 

４  地方公共団体以外の団体又は個人が行う救助に関する自発的

協力の連絡調整に関すること 

５  義援金の受入れ・配分に関すること 

日本放送協会  

(山口放送局)  

１  気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の

実施に関すること 

２  被害情報、被災住民に必要な生活情報等の報道に関すること 

３ 放送施設、設備の整備保守管理に関すること 

西日本高速道路 

(中 国 支 社 )  

(九 州 支 社 )  

緊急輸送路の確保等防災関係機関が実施する応急対策への協力

に関すること 

日本貨物鉄道 

株式会社 

(関西支社広島支店) 

１  列車の運転規制に関すること 

２  列車の運行状況、旅客の避難実施状況の広報に関すること 

３  災害時における鉄道車両等による救助救援物資の緊急輸送の

協力に関すること 

４  鉄道施設の災害予防対策及び被災鉄道施設の応急復旧に関す

ること 
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西日本電信電話 

株式会社 

(山 口 支 店 )  

株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・ドコモ 

(中国支社山口支店) 

１ 災害時における公衆通信の確保、被災施設の応急対策と早期

復旧に関すること 

２ 災害応急措置等の通信に対する通信設備の優先利用に関する

こと 

３ 非常緊急通話に関すること 

中国電力株式会社

(山 口 支 社 )  

１  電力施設の防災対策、防災管理の実施及び災害時における電

力の供給確保に関すること 

２  被災施設、設備の応急復旧に関すること 

３ 緊急時モニタリングへの協力に関すること 

西日本旅客鉄道 

株式会社 

( 広 島 支 社 )  

(新幹線管理本部) 

１  列車の運転規制に関すること 

２  旅客の避難、救護に関すること 

３  列車の運行状況、旅客の避難実施状況の広報に関すること 

４  災害時における鉄道車両等による救助救援物資の緊急輸送の

協力に関すること 

５  鉄道施設の災害予防対策及び被災鉄道施設の応急復旧に関す

ること 

独立行政法人 

国立病院機構 

(本部中国四国 

ブロック事務所) 

１ 災害時における国立病院機構の医療班（災害派遣医療チーム

(DMAT)を含む）の派遣又は派遣準備に関すること 

２ 広域災害における国立病院機構からの医療班（災害派遣医療

チーム(DMAT)を含む）の派遣に関すること 

３ 災害時における国立病院機構の被災情報収集、通報に関する

こと 

日本郵便株式会社 

( 山口中央郵便局) 

１  郵便物の送達の確保及び郵便窓口業務の維持に関すること 

２  被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵

便物の料金の免除、被災地あての救助用郵便物の料金免除に関

すること 

３  かんぽ生命保険業務の非常取扱いに関すること 

４  利用者の誘導避難に関すること 

５ 災害時における郵便業務の運営の確保に関すること 

 

７ 指定地方公共機関 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

山口県医師会  

１  災害時における救急医療及び助産活動に関すること 

２  負傷者の収容及び看護に関すること 

山口県看護協会 

１ 災害時における救急医療及び助産活動に関すること 

２ 負傷者の収容及び看護に関すること 

山口合同ガス 

   株式会社 

１  ガス施設の防災対策の実施及び管理に関すること 

２  災害時におけるガスの供給確保に関すること 

３  被災施設の応急対策及び復旧に関すること 
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山口県 

トラック協会 

 災害時における緊急物資、復旧物資等輸送に必要な貨物自動車

の供給確保に関すること 

山口県バス協会 

１ 旅客の安全確保に関すること。 

２ 避難者、救助物資の輸送の協力に関すること 

３ 輸送施設、設備の防災対策及び復旧に関すること 

山口放送 

   株式会社 

テレビ山口 

   株式会社 

株式会社 

 エフエム山口 

山口朝日放送 

   株式会社 

１  気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の

実施に関すること 

２  災害時における広報活動及び被害情報の速報に関すること。 

３  被災者に必要な生活情報等の報道協力に関すること 

４  放送施設、設備の防災対策及び保守管理に関すること 

 

８ 公共的団体 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

山口県歯科医師会 

山口県薬剤師会 

災害時における緊急医療に関すること 

 

９ 県民・事業所のとるべき措置 

区  分 取 る べ き 措 置  

県        民   県及び市町が行う防災事業に協力するよう努めること 

防災上重要な施設 

の管理者 

１  病院、劇場、百貨店、旅館等不特定かつ多数の者が出入りす

る施設の管理者 

  (1) 防災対策及び被災施設の応急対策に関すること 

  (2) 利用者に対する避難の誘導、安全対策に関すること 

２  石油類、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物等の製造、貯蔵処理

又は取扱いを行う施設の管理者 

  (1) 防災対策及び被災施設の応急対策に関すること 

  (2) 施設周辺の住民に対する安全対策に関すること 

３  社会福祉施設、学校等の管理者 

  (1) 防災対策及び被災施設の復旧に関すること 

  (2) 施設入所者等に対する避難誘導、安全対策に関すること 

その他の企業 

県及び市町等が実施する防災事業に協力するとともに、企業活

動の維持を図るため概ね次の事項を実施するものとする。 

１  施設利用者及び従業員に対する避難誘導、安全対策の実施 

２  従業員に対する防災教育訓練の実施 

３  防災組織体制の整備 

４  施設の防災対策及び応急対策の実施 

５  応急対策に必要な資機材の整備、備蓄 
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１０ 原子力事業者 

機 関 の 名 称 業 務 の 大 綱 

四国電力株式会社 

１ 原子力事業者防災業務計画の作成・修正に関すること 

２ 原子力発電所の防災管理に関すること 

３ 従業員等に対する教育及び訓練に関すること 

４ 発災施設の応急対策及び復旧に関すること 

５ 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること 

６ 緊急時モニタリングへの協力に関すること 

７ 緊急被ばく医療の実施及び協力に関すること 

８ 汚染拡大防止措置に関すること 

９ その他、県、市町及び防災関係機関等の行う原子力災害対策

に対する全面的な協力に関すること 
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第Ⅱ編  原子力災害事前対策 

 

 

 

第１章 災害応急体制の整備 

 

 

第１節 原子力事業者の体制の整備 

 

第 1 項 原子力防災組織の設置等 

１ 原子力事業者は、原子力災害の発生又は拡大を防止するため、原子力発電所に原子

力防災組織を設置するものとし、原子力災害合同対策協議会への派遣、原子力発電所

内外の放射線量の測定、その他異常事象に関する状況の把握、放射性物質による汚染

の除去等を行う原子力防災要員について、十分な人員を配置するものとする。 

 

２ 原子力事業者は、原子力防災組織を統括する者として、原子力発電所長等から原子

力防災管理者を選任するとともに、原子力防災管理者を補佐し、原子力防災管理者が

不在の時には、その職務を代行する副原子力防災管理者を選任するものとする。 

また、副原子力防災管理者を複数名置く場合には、あらかじめ代行する順位などにつ

いても定めておくものとする。 

 

３  原子力事業者は、原子力発電所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及

び原子力災害事後対策等に関し、原子力事業者が講ずべき措置を定めた原子力事業者

防災業務計画を作成するものとする。 

 

４ 原子力事業者は、原子力防災組織が業務を行うために必要な放射線防護用器具、非

常用通信機器、放射線測定設備・機器その他の応急対策に必要な防災資機材を整備す

るとともに、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が迅速かつ的確に行われるよ

う、原子力防災要員の派遣及び防災資機材の貸与など、必要な措置を講ずるための体

制をあらかじめ整備しておくものとする。 

 

５ 原子力事業者は、消防計画等に基づき、平常時から原子力発電所における火災等に

適切に対処するため、消防設備、通報設備、自衛消防体制の整備に努めるものとする。 

 

６ 原子力事業者は、緊急時対策所（原子力発電所）、原子力施設事態即応センター(原

子力事業者本店等)等、災害対応の重要拠点となる施設の整備を行うとともに、後方支

援拠点の候補地を選定しておくものとする。 

 

７ 原子力事業者は、重大事故への対応に当たり、必要に応じて他の原子力事業者等と

連携して、高線量下での応急対策に必要な防災資機材を集中管理し、これを運用する

常設の部隊（以下「原子力レスキュー部隊」という。）を整備するものとする。 

また、必要に応じて他の原子力事業者と連携し、高線量下での応急対策に必要とな

る資機材（ロボット等）を整備するものとする。 
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第２項 県の立入検査と報告の徴収 

 県は、原子力発電所において、原子力災害の予防措置が適切に行われていることを確認

するため、原災法第３１条及び第３２条の規定に基づき、必要に応じて、原子力事業者か

ら報告を徴収し、原子力発電所に立入検査を実施するものとする。 

県の職員が原子力発電所に立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯するものとす

る。 

 

第３項 原子力事業者防災業務計画に関する協議 

原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を修正しようとする場合は、６０日前まで

に、県に、計画案を送付するものとする。 

県は、原子力事業者から計画案が送付された場合は、県防災計画との整合性を保つ等の

観点から、原子力事業者と協議を行うものとする。 

また、県は、この場合、速やかに関係周辺市町の意見を聴き、必要に応じて原子力事業

者との協議に反映させるものとする。 

 

第４項 原子力防災要員等の届出 

１ 原子力防災要員 

原子力事業者は、原子力防災要員を置いた場合は、その現況について、県に届け出

るものとする。 

県は、原子力事業者から届け出があった場合は、関係周辺市町に当該届出に係る書

類の写しを送付するものとする。 

 

２ 原子力防災管理者・副原子力防災管理者 

原子力事業者は、原子力発電所の原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任

又は解任した場合は、県に届け出るものとする。 

県は、原子力事業者から届け出があった場合は、関係周辺市町に当該届出に係る書

類の写しを送付するものとする。 

 

３ 放射線測定設備及び原子力防災資機材 

原子力事業者は、放射線測定設備を設置し、原子力防災資機材を備え付けた場合は、

その現況について、県に届け出るものとする。 

県は、原子力事業者から届け出があった場合は、関係周辺市町に当該届出に係る書

類の写しを送付するものとする。 

 

 

第２節 県の体制の整備 

 

第 1 項 職員の配備体制 

 １ 災害対策本部未設置時 

県は、原子力事業者から異常事象等の発生の通報を受けた場合は、迅速に災害対応

等を行うため、職員を配備するものとする。 

事象等 配備体制 

本庁 

出先機関 職員配備基準 

配備課 人数 

異 常 事 象 

（Ａレベル） 

 

第 1 警戒体制 防災危機管理課 

環 境 政 策 課 

 

2 

1 

 

環境保健センター あらかじめ所属

長が指名した職

員 
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施 設 敷 地 

緊 急 事 態 

（Ｂレベル） 

 

第 2 警戒体制 防災危機管理課 

環 境 政 策 課 

生 活 衛 生 課 

厚 政 課 

地域医療推進室 

健 康 増 進 課 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

環境保健センター 

柳井健康福祉センター 

あらかじめ所属

長が指名した職

員 

２ 災害対策本部設置時 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は知事が必要と認めた

場合には、速やかに災害対策本部を設置するものとする。   

事象等 配備体制 

本庁 

出先機関 職員配備基準 

配備課 

緊 急 事 態 

（Cレベル） 

 

原子力非常体制 防 災 危 機 管 理 課 

人 事 課 

政 策 企 画 課 

広 報 広 聴 課 

秘 書 課 

地 域 政 策 課 

交 通 政 策 課 

県 民 生 活 課 

環 境 政 策 課 

生 活 衛 生 課 

廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 対 策 課 

厚 政 課 

医 務 保 険 課 

地 域 医 療 推 進 室 

健 康 増 進 課 

薬 務 課 

商 政 課 

農 林 水 産 政 策 課 

企 画 流 通 課 

農 業 振 興 課 

農 村 整 備 課 

畜 産 振 興 課 

森 林 企 画 課 

森 林 整 備 課 

水 産 振 興 課 

漁 港 漁 場 整 備 課 

監 理 課 

技 術 管 理 課 

道 路 整 備 課 

都 市 計 画 課 

会 計 課 

物 品 管 理 課 

企 業 総 務 課 

電 気 工 水 課 

教 育 政 策 課 

環境保健センター 

柳井健康福祉センター 

各部長が必要と

認める人員及び

課長 
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第２項  職員の動員体制 

各所属長は、第１警戒体制、第２警戒体制及び原子力非常体制に係る動員計画をあらか

じめ作成し、職員に周知しておくものとする。 

 

第３項 動員の方法 

１ 勤務時間内 

庁内放送、防災行政無線、電話で呼出を行う。 

２ 勤務時間外 

第１・第２警戒体制では、配備当番に対して非常連絡網による電話で呼出を行う。 

 

第４項 応急活動に必要なマニュアルの作成等 

県は、必要に応じて、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員への周知、定期的な

訓練などを行い、資機材や装備の取扱いの習熟、他の職員、関係機関等との連携等につい

て徹底するものとする。 

 

第５項 複合災害・長期化に備えた体制 

県は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化する

ことにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生の可能性を踏まえ、

災害対応に係る人員や防災資機材の確保等について、あらかじめ体制を整備しておくもの

とする。 

また、県は、事態が長期化した場合に備え、国、市町、関係機関と連携し、職員の動員

体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

 

 

第３節 関係周辺市町の体制の整備 

 

 関係周辺市町は、災害発生時の対応を迅速かつ的確に実施するため、災害対応力の強化

に努めるとともに、災害の発生に備え、非常事態に即応できる体制を整備するものとする。 

 

 

第４節 緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）の体制の整備 

 

第１項 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

県は、国（原子力規制委員会）がオフサイトセンターにおいて現地事故対策連絡会議を

開催する場合は、迅速に職員を派遣できるよう、あらかじめ、その派遣体制等を整備して

おくものとする。 

 

第２項 原子力災害合同対策協議会の設置等 

県は、原子力緊急事態宣言が発出された場合は、国（原子力災害現地対策本部）、立地県、

関係周辺市町等とともに、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策につ

いて相互に協力するため、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策協議会を組織

するものとする。 

県は、原子力災害合同対策協議会に迅速に職員を派遣できるよう、あらかじめ、その派

遣体制等を整備しておくものとする。 
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第３項 原子力合同対策協議会機能班への職員の派遣体制 

 原子力災害合同対策協議会の下には、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、

住民の避難等の状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、立地県、関係機関及び原子力

事業者等は、それぞれの職員を配置することとされている。 

県は、それぞれの班に配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原子力

防災専門官等と協議して定めておくものとする。 

【原子力災害合同対策協議会の構成】 

 

 

全 体 会 議 

○構成員 

・ 原子力災害現地対策本部長、原子力災害現地対策本部員その他の職員 

・ 県災害対策本部長又は副本部長、県災害対策本部員その他の職員 

・ 市町災害対策本部長又は副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員 等 

○会議内容 

・ オフサイトセンター内の情報共有 

・ 各機関が実施する緊急事態応急対策の確認 

・ 緊急事態応急対策に係る関係機関の業務の調整 

・ 緊急事態対応方針の各機関への連絡 

・ 各班の緊急事態対応策実施状況等の確認 

・ オンサイトの状況等に係るプレス発表内容の確認 

・ 緊急事態応急対策実施区域の拡張、縮小、緊急事態解除宣言等について国の対策本

部への提言 

 

 

 

総 括 班 
 

広 報 班 
 

運営支援班 
 

医 療 班 

・オフサイトセンタ

ーの運営・管理 

・協議会運営 

・班間連絡・調整 

・国本部、県・市町

村本部等との連

絡・調整 

・報道機関への対応 

・国本部、県・市町

村本部等との情報

共有 

・住民からの問い合

わせ等への対応 

・オフサイトセンタ

ーの環境整備 

・各種通信回線の確

保 

・参集者の食料等の

確保 

・被災者の医療活動

の調整 

・スクリーニング、

除染、緊急被ばく

医療に関する情報

収集 

・緊急被ばく医療に

係る基準の策定、

実施に係る調査 

 

放 射 線 班  プラントチーム  実動対処班  住民安全班 

・モニタリングデー

タ等の収集・分析、

国本部等への情報

共有 

・除染等に関する企

画立案 

・事故情報の把握及

び進展予測 

・プラントの状況に

関する情報提供 

・官邸・関係省庁等

との連絡・調整 

・避難等の指示、区

域設定・管理に係

る調整 

・住民避難等の状況

に係る情報収集 

・輸送に係る調整 

 
 

  

原子力合同対策協議会 

機 能 班 
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第４項 非常用通信機器等の整備 

県は、オフサイトセンターに非常用電話、ファクシミリ、テレビ会議システム、衛星電

話その他非常用通信機器を整備するものとする。 

 

 

第５節 防災関係機関相互の連携体制の整備 

 

第１項 他都道府県等との連携体制 

県は、原子力災害時に必要となる装備、資機材及び人員等について、他の都道府県等と

協定を締結し、広域的な連携体制の整備を図るものとする。 

 

第２項 警察及び消防の受援体制 

警察及び消防は、全国的に組織された警察災害派遣隊等及び緊急消防援助隊の受援に係

る体制の整備を図るものとする。 

 

第３項 自衛隊との連携体制 

県は、迅速に自衛隊への災害派遣要請を行うことができるよう、あらかじめ次の事項等

を定め必要な準備を整えておくものとする。 

１ 要請の手順及び要請先 

 ２ 連絡調整窓口 

 ３ 連絡方法               

また、いかなる状況において、どのような分野について、自衛隊の災害派遣要請を行う

のか、平常時からその想定を行うとともに、関係部隊と事前に調整を行うものとする。 

 

第４項 海上保安庁との連携体制 

県は、海上での緊急事態応急対策等の活動が円滑に実施できるよう、海上保安庁との連

携体制を整備しておくものとする。 

 

第５項 国との連携体制 

１ 原子力防災専門官との連携 

県は、県防災計画の作成、原子力発電所の防災体制に関する情報の収集・連絡、住

民等に対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策等の緊急時

の対応等について、原子力防災専門官と密接な連携を図るものとする。 

 ２ 専門的知識を有する職員の派遣 

県は、原子力発電所において特定事象が発生した場合は、事態の把握のため、原災

法第１０条第２項の規定に基づき、国（内閣総理大臣、原子力規制委員会）に、専門

的知識を有する職員の派遣を要請できることとされている。 

県は、迅速に職員の派遣要請ができるよう、あらかじめ手続きを定めておくものと

する。 
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第２章 災害情報体制の整備 

 

 

第１節 情報通信体制の整備 

 

第１項 専用回線網の整備 

県は、緊急時における県、国（官邸〔内閣官房〕、原子力規制委員会）、関係周辺市町及

びオフサイトセンターの間の通信体制を確保するため、専用回線網の整備に努めるものと

する。 

 

第２項 通信手段・経路の多様化 

１ 防災行政無線の整備 

関係周辺市町は住民等への的確な情報伝達を図るため、防災行政無線の活用を図る

ものとする。 

２ 災害に強い通信網の構築 

県は、災害に強い通信網を構築するため、地上系・衛星系等による通信網の多ルー

ト化及び関連装置の二重化の推進を図るものとする。 

３ 機動性のある緊急通信手段の確保 

県は、通信衛星を活用した通信手段を確保するため、衛星携帯電話、衛星通信ネッ

トワークの衛星車載局、可搬型衛星地球局の活用を図るものとする。 

４ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県は、被災現場の状況を迅速に把握するため、県警察の協力の下、ヘリコプターテ

レビシステムを活用して情報の収集等を行うものとする。 

５ 災害時優先電話等の活用 

県は、日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害時優先

電話等の効果的な活用を図るものとする。 

６ 通信輻輳の防止 

県は、移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等の対策に十分留意してお

くものとする。 

 

 

第２節 住民への情報伝達体制の整備 

 

第１項 提供情報の整理等 

県は、国、関係周辺市町等と連携し、原子力災害発生時からの経過に応じて、住民に、

的確に情報提供できるよう、情報の項目について整理しておくものとする。 

また、県は、住民に情報が確実に伝達されるよう、関係周辺市町との役割分担を明確に

しておくものとする。 

 

第２項 相談窓口の設置 

県は、住民からの問い合わせに的確に対応できるよう、相談窓口の設置等について、あ

らかじめ定めておくものとする。 

 

第３項 多様なメディアの活用 

県は、住民への情報伝達に当たっては、ホームページ、放送事業者、コミュニティーＦ

Ｍ放送局、広報用電光掲示板等の多様なメディアの活用に努めるものとする。 
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第３章 緊急時モニタリング体制等の整備 

 

 

第１節 平常時・緊急時モニタリングの実施体制 

 

平常時モニタリングについては、県、立地県、原子力事業者が実施するものとする。 

緊急時モニタリングについては、原子力規制委員会の統括の下、原子力規制委員会、文

部科学省等関係省庁、県、立地県、原子力事業者等が実施するものとする。  

また、海上保安庁等のその他の関係機関はその支援を行うものとする。 

 

 

第２節 緊急時モニタリング体制の整備 

 

第１項 県 

１ 緊急時モニタリング実施要領の策定 

県は、緊急時モニタリングの手順等を示した「緊急時モニタリング実施要領」を策

定するものとする。 

 ２ 緊急時モニタリング本部の設置 

県は、県災害対策本部を設置した場合又は環境生活部長が必要と認めた場合は、緊

急時モニタリングを迅速かつ円滑に実施するため、緊急時モニタリング本部（本部長：

環境生活部長）を設置するものとする。 

【緊急時モニタリング本部の構成及び所掌事務】 

組  織 任  務 

緊急時モニタリング 

本部長 

緊急時モニタリング本部の総括、指揮 

評価班 緊急時モニタリング領域及び地点の決定 

住民の予測被ばく線量の推定 

情報収集班 原子力発電所の放出源データ等の収集 

緊急時モニタリング結果の収集、整理、報告及び連絡 

ＳＰＥＥＤＩの予測結果及び気象予測結果の入手 

指定行政機関、指定公共機関へのモニタリング支援の要請 

オフサイトセンター及び他県監視センター等との連絡調整 

試料計測班 採取試料の分析、解析 

環境放射線テレメータシステムの維持管理 

空間放射線量率の観測値の収集、放射線の積算線量の算定 

現地モニタリング要員に対する防護対策の助言等 
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現地計測班 緊急時モニタリング領域における空間放射線量率の測定 

計測試料採取班 緊急時モニタリング領域における環境試料の収集 

採取試料の試料計測班への送付 

   また、県は緊急時モニタリングの長期化に対応できるよう必要な人員等の確保に

努めるものとする。 

３ モニタリング機器等の操作訓練等の実施 

県は、緊急時モニタリングの迅速かつ的確な実施を確保するため、モニタリング機

器等の定期的な操作講習会、操作訓練等を実施し、操作方法の習熟と資機材の適正管

理に努めるものとする。 

４ 緊急時における住民等の被ばく線量評価体制の整備 

県は、住民の健康調査・健康相談を適切に行うため、緊急時における住民等の被ば

く線量の評価を迅速に行うことができるよう、甲状腺モニター等の配備、測定・評価

要員の確保、測定場所の選定、測定場所までの被検査者の移動手段の確保など、住民

等の被ばく線量評価体制を整備するものとする。 

 

第２項 国等 

国（原子力規制委員会、文部科学省等）、独立行政法人原子力安全基盤機構、放射線医学

総合研究所、日本原子力研究開発機構は、原子力災害時に現地に派遣する緊急時モニタリ

ング要員等の体制を整備するものとする。 

 

第３項 原子力事業者 

原子力事業者は、原子力防災要員により、放射線量の測定及びその他の異常事象に関す

る状況の把握を行うものとする。 

 

 

第３節 緊急時モニタリング資機材等の整備 

 

第 1 項 県 

県は、平常時及び緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影響を把握

するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型計測用機器等の環境放射線モニタリ

ング資機材等を整備するものとする。 

 

第２項 国等 

国（原子力規制委員会、文部科学省等）、独立行政法人原子力安全基盤機構、放射線医学

総合研究所、日本原子力研究開発機構は、原子力災害時に現地に派遣する緊急時モニタリ

ング要員等が持参する資機材等を整備するものとする。 

 

第３項 原子力事業者 

原子力事業者は、敷地境界モニタリングポスト、排気筒モニタ、ガンマ線サーベイメー

タ、中性子線サーベイメータ、積算線量計、ダストサンプラ、ヨウ素サンプラ等必要な資

機材を整備するものとする。 
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第４節 緊急時予測システムの整備 

 

第１項 県 

県は、緊急時迅速環境放射能影響予測ネットワークシステム（以下「ＳＰＥＥＤＩ」と

いう。）と環境放射線テレメータシステムとを接続するなど、情報伝達のネットワークを整

備するものとする。 

 

第２項 国 

国（原子力規制委員会）は、緊急時対策支援システム（以下「ＥＲＳＳ」という。）及び

ＳＰＥＥＤＩについて、自然災害等により情報が途絶することがないようにするとともに、

オフサイトセンターへの接続など、必要な整備を行うものとする。 

 

第３項 原子力事業者 

原子力事業者は、平常時から放射能影響予測等を行うための機能を適切に整備しておく

ものとする。 

 

 

 

第４章 緊急被ばく医療体制の整備 

 

 

第１節 緊急被ばく医療体制の整備 

 

緊急被ばく医療体制は、汚染の有無にかかわらず初期診療や救急診療を行う「初期被ば

く医療機関」、専門的な診療を行う「二次被ばく医療機関」、高度専門的な診療を行う「三

次被ばく医療機関」からなるものとし、各医療機関の役割に応じ、スクリーニング、線量

評価、除染、診療等を行うものとする。 

 

第 1 項 初期被ばく医療機関 

初期被ばく医療機関は、搬送されてくる患者に対して、一般の救急診療の対象となる傷

病への対応を含む初期診療（拭き取りや脱衣等の簡易な除染や救急処置等）を行うものと

する。 

また、専門的又は高度専門的な医療を要する被ばく患者の選別を行い、必要に応じて二

次又は三次被ばく医療機関への搬送について判断するものとする。 

救護所は、初期被ばく医療機関として適切な対応を行うものとする。 

 

第２項 二次被ばく医療機関 

二次被ばく医療機関は、初期被ばく医療機関で対応が困難な被ばく患者に対し除染措置

及び専門的な医療対応を行うものとする。 

また、初期被ばく医療機関による診療に加え、必要に応じて入院診療により、局所又は

全身に高線量を被ばくした患者、内部被ばくの可能性がある者の診療の開始、合併症の根

本的な治療の開始等を行うものとする。 

なお、臨床的な処置に必要な線量評価は、三次被ばく医療機関の協力を得ながら行うも

のとする。 

さらに、高度専門的な医療を要する被ばく患者の選別を行い、必要に応じて三次被ばく

医療機関への搬送について判断するものとする。   
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第３項 三次被ばく医療機関 

三次被ばく医療機関は、初期及び二次被ばく医療機関では対応が困難な重篤な外部被ば

くや内部被ばくの患者及び重篤な合併症を持つ患者等について、対応するものとする。 

三次被ばく医療機関は、ブロック（東日本、西日本）ごとに国が選定した被ばくに対す

る高度専門医療を担う機関であり、線量評価、放射線防護、診療等に係る関係機関の協力

により詳細な線量評価等を行う。 

   

【被ばく医療機関の指定】 

二次被ばく医療機関 山口大学医学部附属病院 

三次被ばく医療機関 広島大学 

※ 二次被ばく医療機関は、初期被ばく医療にも対応。 

 

 

第２節 緊急被ばく医療の実施組織と役割 

 

第１項 県 

１  緊急被ばく医療本部の設置 

県は、災害対策本部を設置した場合又は健康福祉部長が必要と認めた場合は、緊急

被ばく医療及び一般医療に対応するため、緊急被ばく医療本部（本部長：健康福祉部

長）を設置するものとする。 

 

【緊急被ばく医療本部の構成及び所掌業務】 

〈本部作業グループ〉 

組 織 任    務 

緊急被ばく医療本

部長 

 緊急被ばく医療本部の総括、指揮 

情報収集連絡班 

 

 

 緊急被ばくに関する情報収集、提供、分析 

 関係機関との連絡調整 

〈現地作業グループ〉 

組 織 任    務 

現地作業グループ

指揮者 

 現地における緊急被ばく医療活動の総括、指揮（救護所の開設等） 

スクリーニング班 
避難住民等に対するスクリーニング、個人線量評価、問診等の実施 

診断除染班 

 

 被ばく者に対する除染及び除染後の再検査、問診等の実施 

 被ばく者の緊急被ばく医療機関への搬送判断 

健康管理班  避難住民等に対する健康調査、健康相談に係る対応 
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医療救護班 

 

 一般傷病者に対する医療活動の実施 

 一般傷病者の医療機関への搬送判断 

ヨウ素剤準備班 

 

 

 

 安定ヨウ素剤内服液の調製 

 安定ヨウ素剤の備蓄場所から市町、救護所等への搬送 

 安定ヨウ素剤の避難住民等への服用指導、配布の協力 

２ 国等に対する協力要請 

県は、必要に応じて、国立病院機構、国立大学附属病院、県立病院機構をはじめ地

域の基幹医療機関に対し、医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師等の人員の派遣及

び薬剤、医療機器等の提供を要請するものとする。 

医療救護班等は、必要に応じて放射線医学総合研究所、国立病院機構及び国立大学

附属病院を中心に、各医療機関から派遣された医療関係者等からなる緊急被ばく医療

派遣チームの指導を受けるなどにより、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携し

て、災害対応の状況や対象区域等に応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するとと

もに必要に応じて治療を行うものとする。 

また、避難所等における住民の健康管理を行うものとする。 

 

第２項 関係周辺市町 

関係周辺市町は、県の緊急被ばく医療本部の指示に基づき、避難所等において住民等に

安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示するものとする。 

また、避難所等における救護所の開設、運営に協力し、一般傷病者に対する医療活動を

実施するものとする。 

第３項 関係消防機関 

関係消防機関は、県の緊急被ばく医療本部の要請により、救急搬送を要する被ばく者及

び一般傷病者を緊急被ばく医療機関又は医療機関に搬送するものとする。 

第４項 関係医療機関 

県は、日本赤十字社山口県支部、社団法人山口県医師会、社団法人山口県歯科医師会、

社団法人山口県薬剤師会、公益社団法人山口県看護協会、一般社団法人山口県診療放射線

技師会、緊急被ばく医療機関、国立病院機構、県立病院機構等の関係医療機関に対し、被

ばく者及び一般傷病者の医療救護に係る協力を要請するものとする。 

 

第５項 原子力事業者 

 原子力事業者は、必要な情報を緊急被ばく医療本部に提供するなどして、県の緊急被ば

く医療活動に協力するとともに、自らも事業所内医療施設において、緊急被ばく医療活動

を実施するものとする。 

 

第６項 国 

 国（原子力規制委員会、文部科学省、厚生労働省）は、県災害対策本部長から応援協力

活動の要請があった場合、又は自らの判断により、三次被ばく医療機関を中心とした医療

関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チームを派遣し、緊急被ばく医療本部長に指導、助

言等を行うものとする。 
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また、緊急被ばく医療派遣チームは、被ばく者（被ばくしたおそれのある者を含む。）に対

する診断及び処置について、初期及び二次被ばく医療機関の医療関係者等を指導するとと

もに、自らもこれに協力して医療活動を行うものとする。 

 

第７項 原子力災害合同対策協議会（医療班） 

原子力災害合同対策協議会（医療班）は、緊急被ばく医療活動の把握及び広域的な医療

活動の調整を行うものとする。 

 

 

第３節 緊急被ばく医療派遣チームの要請・受入体制の整備 

 

県は、緊急時の医療体制の充実を図るため、緊急被ばく医療派遣チームの要請手続きを

あらかじめ定めておくとともに、受け入れ体制を整備しておくものとする。 

 

 

第４節 医療用資機材の整備 

 

県は、医療機関と協議し、放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用

医薬品、医療資機材等の整備に努めるものとする。 

なお、安定ヨウ素剤については、国（原子力災害対策本部）の指示等に基づき、適時･

適切な配布･服用ができるよう、平常時の配備や緊急時の体制等を整備しておくものとする。 

 

 

 

第５章 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 

 

県は、原子力災害時に緊急事態応急対策に従事する職員の安全を確保するため、放射線

防護資機材及び住民の避難誘導等に必要な資機材等を整備するものとする。 

 

 

 

第６章 避難誘導体制の整備 

 

 

第１節 避難計画の作成 

 

県は、関係周辺市町が、住民に対して、迅速に、避難又は一時移転、屋内退避を指示す

ることができるよう、避難計画作成の支援を行うものとする。 

避難や一時移転先については、更なる避難や一時移転を避けるため、防護措置を重点的

に実施すべき区域外とする。 

なお、市町を越えた広域の避難が必要な場合には、県が市町間の調整を行うものとする。 
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第２節 避難所の指定 

 

第１項 避難所の指定 

関係周辺市町は、避難や一時移転だけでなく、スクリーニング等にも利用できる公共的

施設等を避難所として指定しておくものとする。 

なお、避難所の指定に当っては、風向等の気象条件により使用できなくなる可能性を考

慮するとともに、災害時要援護者の利用について、十分配慮するものとする。 

また、指定された施設については、避難生活等の環境を良好に保つことができるよう、

必要に応じて環境整備等に努めるものとする。 

 

第２項 避難誘導資機材、移送手段等の確保 

関係周辺市町は、住民の避難誘導等に必要な資機材や船舶、車両等の移送手段の確保を

図るものとする。 

 

 

第３節 災害時要援護者の避難誘導体制の整備 

 

第１項 災害時要援護者に係る情報の把握 

関係周辺市町は、災害時要援護者を適切に避難誘導し、安否確認を行うことができるよ

う、住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者等の協力を得ながら、平

常時から、災害時要援護者に関する情報を把握し、関係者との共有に努めるものとする。 

 

第２項 災害情報の伝達 

関係周辺市町は、災害時要援護者に災害情報を迅速に伝達できるよう、情報伝達体制の

整備を図るものとする。 

 

 

第４節 避難等の状況の確認体制の整備 

 

関係周辺市町は、避難や一時移転の指示等を行った場合に、住民の避難等の状況を確認

する体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

 

 

第５節 居住地以外の市町に避難等を行う被災者への情報伝達体制の整備 

 

県は、居住地以外の市町に避難又は一時移転する住民に対して、必要な情報を確実に提

供できるよう、関係周辺市町と避難又は一時移転先の市町における情報の共有を支援する

ものとする。 

 

 

 

第７章 専門家の移送体制の整備 

 

県は、独立行政法人放射線医学総合研究所や指定公共機関等から派遣されるモニタリン

グや医療等の専門家の移送体制をあらかじめ整備しておくものとする。 
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第８章 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

 

県は、国（原子力災害対策本部）からの指示等に基づき、迅速に飲食物の出荷制限、摂

取制限が実施できるよう、あらかじめ体制を整備しておくものとする。 

市町は、飲食物の出荷制限、摂取制限の指示があった場合は、住民に対して、迅速に飲

食物を供給できる体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

 

 

 

第９章 原子力防災に関する知識の普及 

 

 

第１節 県民に対する知識の普及 

 

県は、国、市町と協力して、原子力防災に関する次の事項について、普及啓発に努める

ものとする。 

１ 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

２ 原子力施設の概要に関すること 

３ 原子力災害とその特性に関すること 

４ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

５ 緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること 

６ 屋内退避や避難等に関すること 

７ 緊急時にとるべき行動及び留意事項に関すること 

 

 

第２節 防災業務関係者に対する研修の実施 

 

県は、防災業務関係者の緊急事態応急対策全般への対応力を高め、原子力災害対策の円

滑な実施を図るため、国、指定公共機関等が実施する原子力防災に関する研修を積極的に

活用するなどして、防災業務関係者に対する研修の実施に努めるものとする。 

 

 

 

第 10 章 防災訓練等の実施 

 

 

第１節 訓練計画の策定 

 

県は、国、立地県、関係周辺市町、原子力事業者等との連携の下、以下に掲げる訓練ご

と、又は各訓練の要素を組み合わせた訓練計画を策定するものとする。 

１  緊急時通信連絡訓練 

２  緊急時モニタリング訓練 

３  災害対策本部設置訓練 

４  オフサイトセンターへの参集訓練 

５  緊急被ばく医療活動訓練 

６  住民避難・誘導訓練 

７  その他緊急事態応急対策に必要な訓練 
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第２節 訓練の実施 

 

第 1 項 訓練の実施 

県は、訓練計画に基づき、国、立地県、関係周辺市町、原子力事業者等と連携し、定期

的に訓練を実施するものとする。 

 

第２項 国の原子力総合防災訓練への参加 

県は、国が総合的な防災訓練を実施する場合には、立地県、関係周辺市町、原子力事業

者等と共同して訓練に参加するものとする。 

 

第３項 自衛隊と共同の防災訓練 

県は、自衛隊と共同の防災訓練の実施に努めるものとする。 

 

 

第３節 実践的な訓練と事後評価 

 

県は、災害時の判断力の向上等につながるよう、実践的な訓練を実施するものとする。 

また、訓練を実施した後は、事後評価を行い、必要に応じて原子力防災体制の改善に取

り組むものとする。 

 

 

 

第 11 章 原子力施設上空の飛行規制 

 

原子力施設上空の航空安全確保に関する規制措置については、次の通達によるものとす

る。 

 

「原子力関係施設上空の飛行規制について」（抄） 

 

昭和４４年７月５日付空航第２６３号    

運輸省航空局長から地方航空局長あて通達 

  

１  施設附近の上空の飛行は、できる限り避けさせること。 

２  施設附近の上空に係る航空法第８１条ただし書の許可は行わないこと。 
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第 12 章 ヘリコプターの活用 

 

 

第１節  県消防防災ヘリ「きらら」の活用 

 

  県消防防災ヘリコプターの原子力災害時における活動は、概ね次のとおりとする。 

１ 緊急事態応急対策要員の輸送 

２ 緊急時モニタリングの支援 

３ 緊急事態応急対策に必要な資機材の輸送 

４ 被ばく者及び要治療者等の救急搬送 

５ 被災状況、緊急事態応急対策実施状況等の情報収集 

６ 住民等への災害情報の伝達 

７ その他緊急事態応急対策に必要な活動 

 

 

第２節 県警察ヘリ、ドクターヘリ、自衛隊ヘリ及び海上保安庁ヘリとの連携 

 

 県は、機動的な災害情報の収集、救急救助活動等を行うため、県警察ヘリコプター、ド

クターヘリ、自衛隊ヘリコプター及び海上保安庁ヘリコプターとの連携体制の強化に努め

るものとする。 

 

 

 

第 13 章 災害対策資料の整備 

 

県、関係周辺市町、原子力事業者等は、原子力災害時において放射性物質による汚染の

影響範囲を予測し、的確な応急対策の樹立に資するための周辺地域の環境条件、人口分布

など、災害対策上必要な資料を整備するものとする。 

 

 

第 1 節 災害対策資料の整備 

 

第 1 項  社会環境に関する資料 

１  周辺地域の地図 

２ 周辺地域の人口、世帯数等（原子力事業所との距離別、方位別、災害時要援護者の

概要、統計的な観光客数など季節的な人口移動に関する資料含む。） 

３ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、診療所、病院、老人福祉施設、身体障

害者援護施設、刑務所等）（原子力事業所との距離、方位に関する資料含む。） 

４ 周辺地域の一般道路、高速道路、林道、農道（道路幅員、路面状況、交通状況含む。） 

５ ヘリコプターの飛行場外離着陸場適地、空港（施設の付随設備、滑走路の長さ含む。） 

６ 避難場所及び屋内退避に適するコンクリート建物等（位置、収容能力、移動手段等

の情報含む。） 

７ 医療機関の状況 

８ 港湾及び漁港の状況（ふ頭の水深等含む。） 

９ 鉄道（時刻表含む。） 
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第２項  放射能影響推定に関する資料 

１ 周辺地域の気象状況（過去１０年間の風向、風速、大気安定度） 

２ 周辺地域の海象状況 

３ 平常時環境モニタリングデータの状況（過去１０年間の統計値） 

４ 周辺地域の水源地、飲料水の状況 

５ 農林水産物の生産及び出荷状況 

 

第３項 原子力施設（事業所）に関する資料 

１ 原子力事業者防災業務計画   

２ 原子力事業所の施設の配置図 

 

 

第２節 その他原子力災害対策上必要な資料の整備 

 

  県は、国、原子力事業者及び関係機関等と連携し、その他原子力災害対策上必要な資料

の整備に努めるものとする。 

１ 通報情報（関係機関間における通報様式、公式発表情報や国からの連絡事項等） 

２ 資料情報（防災計画に関する資料､法令・規則等、防災関連委託調査等報告書等） 

３ 資機材情報（資機材の保管・在庫・貸与等の状況管理） 

４ 民間資機材情報（応急・復旧活動時に有用な資機材の備蓄・保有・事業者連絡先） 

５ 機関情報（国、道府県、関係機関等の担当者及び連絡先等の情報） 

６ 避難計画（地区ごとの避難計画、避難所運営体制） 

 

 

 

第 14 章 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 

 

核燃料物質等の運搬中の事故については、原子力施設のように事故発生場所があらかじ

め特定されないこと等の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が主体的に防災対策を行うこと

が実効的であるとされている。このため、防災関係機関においては、次のとおり対応する

ものとする。 

 

 

第１節 消防 

 

事故の通報を受けた最寄りの消防機関は、直ちにその旨を県（防災危機管理課）に報告

するとともに、事故状況の把握に努め、状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、

原子力事業者等に協力して、消火、人命救助、救急等必要な措置を実施するものとする。 

 

 

第２節 警察 

 

事故の通報を受けた最寄りの警察機関は、直ちにその旨を県（防災危機管理課）に報告

するとともに、事故状況の把握に努め、状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、

原子力事業者等に協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施するもの

とする。 
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第３節 海上保安庁 

 

事故の通報を受けた海上保安庁は、直ちにその旨を県（防災危機管理課）に連絡すると

ともに、事故状況の把握に努め、状況に応じて、海上保安職員の安全確保を図りつつ、原

子力事業者等と協力して、事故発生場所海域への立入制限、人命救助等に関する必要な措

置を実施するものとする。 

 

 

第４節 県及び市町 

 

県及び事故発生場所を管轄する市町は、事故状況の把握に努めるとともに、国の指示に

基づき、事故現場周辺の住民等の安全を確保するために必要な措置を講じるものとする。 
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第Ⅲ編  緊急事態応急対策 

 

 

第１章 活動体制の確立 

 

第 1 節 災害対策本部の設置等の基準 

 

第１項 災害対策本部の設置 

知事は、原子力緊急事態宣言が発出された場合又は知事が必要と認めた場合は、法令及

び本計画の定めるところにより指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び

その他の防災関係機関の協力を得て緊急事態応急対策を実施するとともに、市町及びその

他の防災関係機関が処理する緊急事態応急対策の実施を援助し、かつ総合調整を行うため、

山口県災害対策本部を設置するものとする。 

１  災害対策本部の設置基準 

(1) 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合 

(2) 知事が必要と認めた場合 

２  災害対策本部の組織 

災害対策本部の組織は、本部長（知事）、副本部長（副知事）及びその下に設置され

る各対策部並びに本部長の指示を受け災害現地において災害対策業務に当たる災害

対策地方本部（地域の出先機関）をもって構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本 部 長 知 事  

    

 副本部長 副知事  

    

本

部

員 

総 務 部 長 

危 機 管 理 監 

総 合 企 画 部 長 

東 京 事 務 所 長 

産 業 戦 略 部 長 

環 境 生 活 部 長 

健 康 福 祉 部 長 

商 工 労 働 部 長 

農 林 水 産 部 長 

土 木 建 築 部 長 

会 計 管 理 局 長 

公営企業管理者 

企 業 局 長 

教 育 長 

教 育 次 長 

警 察 本 部 長 

 

 
 

 （対策部） （対応組織） 

  

総 務 部 総 務 部 
  

    

  

総 合 企 画 部 総 合 企 画 部 
  

    

  

東 京 連 絡 部 東 京 事 務 所 
  

    

  

産 業 戦 略 部 産 業 戦 略 部 
  

    

  

環境生活対策部 環 境 生 活 部 
  

    

  

災 害 救 助 部 健 康 福 祉 部 
  

    

  

商工労働対策部 商 工 労 働 部 
  

    

  

農林水産対策部 農 林 水 産 部 
  

    

  

土木建築対策部 土 木 建 築 部 
  

    

  

経 理 部 会 計 管 理 局 
  

    

  

企 業 対 策 部 企 業 局 
  

    

  

文 教 対 策 部 教 育 庁 
  

    

  

公 安 部 警 察 本 部 
  

 

本 部 員 会 議 

緊急時モニタリング本部（環境生活部）

緊急被ばく医療本部（健康福祉部）

災害対策地方本部（地域の出先機関） 
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３  災害対策本部の廃止基準 

知事は、県の地域において災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又は緊急

事態応急対策がおおむね完了したと認めたとき、原子力災害の危険性が解消されたと

認めたときは災害対策本部を廃止する。 

４  災害対策本部の設置（廃止）の通知等 

総務部長は、災害対策本部が設置（廃止）されたときは、直ちに、その旨を次によ

り通知及び公表する。 

通知及び公表先 担当者 備                  考 

消 防 庁 本部室班長  

市 町 〃  

重要な防災関係機関 〃 

陸上自衛隊第１７普通科連隊、 

日赤山口県支部、隣接県知事等 

山口県防災会議各機関 〃 

陸上自衛隊第１７普通科連隊及び日赤山

口県支部を除く 

報 道 機 関 広報広聴班長  

 

第２項 災害対策本部の運営 

１  本部員会議 

本部長は、県の災害対策を推進するため、必要の都度、本部員会議を開催し、以下

に掲げる災害対策に係る基本方針を決定する。 

(1) 本部体制の配備及び廃止に関すること 

(2) 重要な災害情報、被害情報の分析及びそれに伴う対策の基本方針に関すること 

(3) 市町長に対する災害対策の指示等に関すること 

(4) 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

(5) 指定行政機関、指定公共機関等に対する応急措置の実施要請及び他の県に対する

応援要請に関すること 

(6) 災害対策に要する経費に関すること 

(7) 前各号に掲げるもののほか重要な災害対策に関すること 

２  部 

部は本庁における災害対策活動実施組織として、本部員会議の決定した方針に基づ

き災害対策業務の実施に当たる。 

災害対策本部に置く部及び構成する組織は、次のとおりとする。 

部  の  名  称 部を構成する組織 部    長 副  部  長 

総 務 部 

総 合 企 画 部 

東 京 連 絡 部 

産 業 戦 略 部 

環 境 生 活 対 策 部 

災 害 救 助 部 

商 工 労 働 対 策 部 

農 林 水 産 対 策 部 

土 木 建 築 対 策 部 

経  理  部 

企 業 対 策 部 

文 教 対 策 部 

公 安 部 

総 務 部 

総 合 企 画 部 

東 京 事 務 所 

産 業 戦 略 部 

環 境 生 活 部 

健 康 福 祉 部 

商 工 労 働 部 

農 林 水 産 部 

土 木 建 築 部 

会 計 管 理 局 

企 業 局 

教 育 庁 

警 察 本 部 

総 務 部 長 

総合企画部長 

東京事務所長 

産業戦略部長 

環境生活部長 

健康福祉部長 

商工労働部長 

農林水産部長 

土木建築部長 

会計管理局長 

公営企業管理者 

教 育 長 

警 察 本 部 長 

総 務 部 次 長 

総 合 企 画 部 次 長 

東 京 事 務 所 次 長 

産 業 戦 略 部 次 長 

環 境 生 活 部 次 長 

健 康 福 祉 部 次 長 

商 工 労 働 部 次 長 

農 林 水 産 部 次 長 

土 木 建 築 部 次 長 

会 計 課 長 

企 業 局 長 

教 育 次 長 

警 備 部 長 

       （注）部を構成する組織には、当該組織の出先機関を含むものとする。 
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３ 災害対策地方本部 

災害対策地方本部（以下「地方本部」と言う。）は、被災地域における災害対策実施

組織として、本部長の命に基づき本部員会議の決定した災害対策業務の実施に当たる。

(1) 地方本部長           地域行政連絡協議会長 

(2) 班長                 各出先機関の長 

(3) 班員                 各班長の所属する機関の職員 

４  現地災害対策本部 

当該災害の規模その他の状況により、災害対策を強力に推進する必要があると本部

長が判断したきは、名称、所管区域及び設置場所を定めて現地災害対策本部（以下「現

地本部」という。）を設置する。 

(1) 現地本部長 

ア 現地本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。 

イ 現地本部長は、本部長の命を受け現地本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督

する。 

(2) 現地本部の組織等 

現地本部を構成する機関、その他組織等に関する必要な事項は、現地本部設置の

都度、本部長が定める。 

(3) 現地本部と地方本部の関係 

現地本部を設置した場合において、すでに地方本部を設置しているときは、当該

地方本部の組織は現地本部に吸収されるものとする。 

５ 本部長等の職務 

(1) 本部長（知事） 

本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

(2) 副本部長（副知事） 

本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。 

(3) 本部員（本部を構成する部の部長・部次長） 

本部長の命を受け、各々が所掌する災害対策に従事する。 

(4) 地方本部長（地域行政連絡協議会長） 

本部長の命を受け、地方本部として実施する災害対策に従事する。 

６ 指揮命令系統の確立 

(1) 災害対策本部 

知事不在の場合は、副知事、知事・副知事不在の場合は、総務部長が指揮を執る。 

(2) 各対策部 

各対策部長、部次長、主管課長の順で指揮を執る。 

(3) 地方本部 

所長、次長、総務課長の順で指揮を執る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ － 4 

 

第３項 班の編制及び所掌事務 

 

部 

 

 

班 

 

担 当 課 

 

部  の  所  掌  事  務 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災危機 

管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  県防災会議関係機関との連絡に関すること 

２  各部の災害対策の連絡調整に関すること 

３  本部員会議に関すること 

４  地方本部との連絡調整に関すること 

５  地域行政連絡協議会との連絡調整に関すること 

６ オフサイトセンターへの職員の派遣に関すること 

７ 原子力災害合同対策協議会に関すること 

８ 原子力施設の状況把握に関すること 

９ 国に対する報告及び専門家等の派遣要請に関すること 

10 防護対策及び対象地域の検討に関すること 

11  気象に関する情報の収集に関すること 

12  防災行政無線（地上系・衛星系）の確保、管理運営に

関すること 

13  市町との連絡調整に関すること 

14  各部からの災害情報及び被害報告の取りまとめに関す

ること 

15  指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

の所管事項に係る被害状況、応急対策その他の情報の収

集に関すること 

16  応援要求の調整に関すること 

17  自衛隊の災害派遣要請に関すること 

18 危険物、高圧ガスの保安対策に関すること 

19  消防応援の調整に関すること 

20  内閣府、消防庁等に対する災害報告に関すること 

21  庁内電話の管理に関すること 

22  政府、国会等の災害視察者の対応に関すること 

23 各機関のヘリコプターの航空運用調整に関すること 

24 大規模災害時における市町行政機能支援の総合調整

に関すること 

25  災害ボランティアの育成等に関すること 

26  その他災害対策に関する事務で他部に属さない事項 

職   員 

 

 

 

人 事 課 

給与厚生課 

 

 

27  職員の非常動員に関すること  

28  職員の派遣要請に関すること  

29  被災職員の救済に関すること  

30  職員の食料等の確保に関すること  

 

財  政 財 政 課 31  災害対策に必要な財政措置に関すること                 

秘  書 

 

 

 

 

秘 書 課 

 

 

 

 

32  本部長及び副本部長の秘書に関すること  

33  本部長及び副本部長の行動日程の作成及び関係部へ

の連絡に関すること  

34  知事の対外事務（見舞電報、書簡等）の総合的処理に

関すること                                                   

税 務 税 務 課 35  県税の減免、徴収猶予等の措置に関すること            

財産管理 

 

管 財 課 

 

36  県有施設の総括的な管理等に関すること  

37  県有財産（他に掲げる施設を除く）の被害調査に関す

ること  
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総務部 学事文書 

 

 

学事文書課 

 

 

38  私立学校等における災害予防、応急対策及び応急復旧

に関すること  

39  災害関係文書の処理に関すること  

協力班 

 

岩国基地 

対策室 

40  当該課、室の災害対策関連事務の処理  

41  部内の各班、他部の応援に関すること  

総合 

企画部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策企画 

 

 

 

政策企画課 

 

 

１ 部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること 

２  政府、国会等への要望に関すること           

３  知事会との連絡に関すること  

４  総合的事項について東京連絡部との連絡、中央方面の

情報収集に関すること  

広報広聴 

 

広報広聴課 

 

 

５  報道機関との連絡調整に関すること                  

６  災害情報及び災害対策の発表に関すること  

７  災害広報に関すること                              

８  災害時の広聴に関すること                          

９  災害時の請願、陳情及び相談の総括的処理に関するこ

と  

外国人 

  対策 

 

 

 

国 際 課 

 

 

 

 

10  外国人に対する安全確保等の情報提供に関すること  

11  災害時における外国人への避難活動計画等に係る啓

発に関すること  

12  外国人の安否情報に関すること  

13  外国語通訳（ボランティア）の育成、登録に関するこ

と  

情報通信 

 

情報企画課 

 

14 やまぐち情報スーパーネットワークの管理運用に関

すること  

15  庁内情報システムの保全管理に関すること               

協力班 

 

地域政策課 

統計分析課 

中山間地域づくり推進課 

市町課 

スポーツ推進課 

文化振興課 

県史編さん室 

16 当該課の災害対策関連事務の処理  

17 部内の各班、他部の応援に関すること  

東京 

連絡部 

 

 

 

東京事務所 

 

１  政府、国会等中央関係機関に対する連絡等に関するこ

と  

２  中央関係方面の情報収集に関すること  

産業 

戦略部 

 

産業戦略部 １  部内及び本部室班との連絡調整に関すること  

環境 

生活 

対策部 

 

 

 

 

 

 

生活総務 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民生活課 

 

 

 

 

 

 

 

１  部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に

関すること  

２  災害時の生活関連物資等の需給状況及び価格の動向

の把握に関すること  

３  災害時の生活関連物資等に係る啓発、指導に関するこ

と  

４  災害に関連しての消費生活相談に関すること  

５ 県民活動(ボランティア活動、NPO活動等)全般に関する

こと  

６  その他応急環境生活対策に関すること  
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環境 

生活 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全  

対策 

地域安心

・安全推

進室 

７  災害時の交通安全に関する総合調整に関すること  

 

 

環境政策 

 

 

 

環境政策課 

 

 

８ 緊急時モニタリング本部の設置・運営に関すること 

９ 各部が実施する除染対策の連絡調整に関すること  

10  汚水、排水、有害物質、油濁等による公害の防止対策

に関すること  

11  ばい煙、特定粉じん（アスベスト）、特定物質、騒音

・振動、悪臭等による公害の防止対策に関すること  

生活衛生 

 

生活衛生課 

 

12 飲食物の摂取制限に関すること 

13  被災地における食品衛生に関すること  

14  遺体の埋葬及びこれに必要な措置に関すること  

15  被災地における飲料水に関すること  

16  その他被災地の生活衛生に関すること  

廃棄物・ 

リサイク

ル対策 

廃棄物・ 

リサイク

ル対策課 

17  ごみ、がれきの処理及び清掃に関すること          

  （放射性廃棄物を含む。） 

協力班 

 

 

 

人権対策室 

男女共同参画課 

自然保護課 

18  当該課の災害対策関連事務の処理  

19  部内の各班、他部の応援に関すること  

 

災害 

救助部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助総務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 政 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 緊急被ばく医療本部の設置・運営に関すること 

２  部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に

関すること  

３  関係施設の被害状況のとりまとめ及び応急復旧に関

すること  

４  災害救助法の適用に関すること  

５  災害救助に関する計画の総括及び活用に関すること 

６  日赤救護班等、救助に関する防災関係機関との連絡調

整に関すること  

７  義援金品の配分に関すること  

８  市町の救助事務の指導、支援及び連絡調整に関するこ

と  

９  一般被災関係の被害状況のとりまとめに関すること  

10  社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること  

11  災害ボランティアの活動支援に関すること  

12  災害救助基金に関すること （生活必要品等の備蓄を

含む。）  

13  被災地における民生安定に関すること      

14  その他災害救助対策に関すること 

医    務 

 

 

 

 

 

 

 

医務保険課 

地域医療

推進室 

 

 

 

 

 

 

15  被災者等の汚染検査・除染・二次被ばく医療機関への

搬送等に関すること 

16  緊急被ばく医療派遣チームとの連絡調整に関するこ

と 

17  医療機関との連絡等に関すること  

18  救急医療班の出動要請その他医師会等との連絡に関

すること  

19  医療救護の支援について国等との連絡調整に関する

こと  

20  遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること  
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災害 

救助部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  医療ボランティアに関すること  

22 ドクターヘリの運航に関すること  

健康管理 

・防疫 

 

 

健康増進課 

 

 

 

23  健康管理活動に関すること  

24  健康管理班の出動要請に関すること  

25  関係機関との連絡調整に関すること  

26  防疫に関すること  

薬    務 

 

 

薬 務 課 

 

 

27  安定ヨウ素剤の確保・管理に関すること 

28  医薬品、衛生器材の確保に関すること  

29  血液の確保に関すること  

30  毒物、劇物の保安、応急対策に関すること  

協力班 

 

 

 

 

指導監査室 

長寿社会課 

こども 

未来課 

障害者 

支援課 

31  当該課（室）の災害対策関連事務の処理  

32 部内の各班、他部の応援に関すること  

 

 

 

商工 

労働 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工総務 

 

 

 

 

 

 

商 政 課 

新産業振興課 

 

 

 

 

 

１  部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること         

２  商工業、鉱業施設の被害調査及び応急復旧に関するこ

と    

３  火薬類の保安対策に関すること  

４  生活物資の確保、復旧復興資材の安定供給の要請に関

すること                                                     

５  電力の安定供給についての要請に関すること 

６  その他応急商工業対策に関すること                     

経営金融 

 

経営金融課 

 

７  中小企業の被害調査及び応急復旧に関すること  

８  中小企業の金融に関すること  

交通 

運輸対策 

 

交通政策課 

 

９ 鉄道、航空機、フェリー、バス等の輸送確保等につい

ての要請に関すること  

労働対策 

 

 

労働政策課 

 

 

10  労働局・公共職業安定所との連絡調整等に関すること 

11  被災による失業者の就職支援に関すること  

12  緊急事態応急対策、復興に必要な労務の確保に関する

こと 

協力班 

 

企業立地推進室 

観光振興課 

13  当該課の災害対策関連事務の処理  

14  部内の各班、他部の応援に関すること  

農林 

水産 

対策部 

 

 

 

 

 

 

農林 

水産総務 

 

 

 

 

 

農林水産政策課 

 

 

 

 

 

 

１  部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること  

２  農林水産業関係の被害状況（風評被害を含む。）の取

りまとめ及び応急復旧に関すること 

３ 農林水産業関係の除染措置の取りまとめに関するこ

と  

４  応急農林業対策の総括に関すること  

５  農林事務所、水産事務所との連絡、総合調整に関する

と  

６  農林業関係団体等との連絡等に関すること  
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農林 

水産 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流通企画 企画流通課 ７  農林水産業の金融に関すること  

８ 卸売市場施設の被害調査及び応急復旧に関すること 

農業振興 

 

 

 

 

 

 

 

農業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

９  農林事務所等との連絡等に関すること  

10  農作物関係の被害状況調査（風評被害を含む。）に関

すること 

11  農作物の出荷制限に関すること  

12  防災用主食の調達に関すること  

13  種子、種苗の確保供給に関すること  

14 病害虫防除所との連絡等に関すること  

15 農作物の病害虫防除等応急技術対策に関すること  

16 応急復旧に必要な農業生産資材の確保に関すること  

17  技術対策等の指導に関すること  

農村整備 

 

 

農村整備課 

 

 

18 農地農業用施設の被害状況調査及び応急復旧に関する

こと 

19 農地の除染措置に関すること 

20  農業用施設の二次災害防止に関すること  

21  農林水産大臣所管に係る地すべり防止地域並びに海

岸保全区域の応急対策に関すること  

畜    産 

 

 

畜産振興課 

 

 

22  農林事務所(家畜保健衛生所)等との連絡等に関する

こと  

23  畜産物の出荷制限に関すること 

24  家畜の管理（衛生を含む）、防疫及び飼料の確保に関

すること  

林    務 

 

 

 

 

 

 

森林企画課 

森林整備課 

 

 

25  農林事務所との連絡調整に関すること  

26  森林の除染措置に関すること 

27  応急仮設住宅用木材並びに一般住宅復旧に必要な木

材の確保に関すること  

28  治山・林道施設等の被害状況の調査、応急復旧及び二

次災害の防止に関すること  

29  貯木災害の対策に関すること  

水    産 

 

 

 

 

 

 

 

水産振興課 

 

 

 

 

 

 

 

30 水産事務所等との連絡等に関すること 

31  水産物の出荷制限に関すること 

32  水産関係施設等の被害状況（風評被害を含む。）の取

りまとめ及び応急復旧に関すること  

33  災害対策用船舶（取締船・調査船・漁船）の確保及び

確保のあっせんに関すること  

34  災害救助用鮮魚類及び冷蔵食品の確保措置に関する

こと  

35  水産関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること  

36  増養殖関係の応急技術対策に関すること  

漁港漁村 

 

 

 

漁港漁場整備課 

 

 

 

37  漁港関係施設の被害状況調査及び応急復旧に関する

こと  

38  救援物資の荷揚げ場所としての漁港施設の確保あっ

せんに関すること  

39  市町の漁港関係施設の応急復旧対策への支援に関す

ること  

協 力 班 

 

団体指導室 40 当該課の災害対策関連事務の処理  

41 部内の各班、各部の応援に関すること  
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土木 

建築 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木総務 

 

 

 

 

 

監 理 課 

技術管理課 

 

 

 

 

１  部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に

関すること  

２  建設業者、関係団体等に対する支援要請及び連絡調整

に関すること  

３  資機（器）材の調達及び確保に関すること  

４  その他他班に属さない応急土木建築対策に関するこ

と  

砂    防 

 

 

 

砂 防 課 

 

 

 

５  公共土木施設（国土交通省水管理・国土保全局所管）

及び土砂災害による被害状況の取りまとめに関するこ

と  

６  砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施

設の被害状況調査及び応急復旧に関すること  

河    川 

 

 

 

 

河 川 課 

 

 

 

 

７  河川及び国土交通省水管理・国土保全局所管の海岸に

係る被害状況調査及び応急復旧並びに二次災害の防止

に関すること  

８  ダム施設の被害状況調査及び応急復旧並びに二次災

害の防止に関すること  

９  ダムテレメーター設備の保全管理に関すること  

港    湾 

 

 

 

港 湾 課 

 

 

 

10  港湾、空港及び国土交通省港湾局所管の海岸に係る被

害状況調査及び応急復旧並びに二次災害の防止に関す

ること  

11  救援物資の荷揚げ場所としての港湾及び空港施設の

確保あっせんに関すること  

道    路 

 

 

道路整備課 

道路建設課 

 

12  緊急輸送道路の確保及び必要な措置に関すること  

13  道路及び橋梁の被害調査及び応急復旧並びに二次災

害の防止に関すること  

都市施設 

  対策 

 

 

 

 

都市計画課 

 

 

 

 

 

14  市街地内の緊急路の確保に関すること  

15  避難地、避難施設となった都市公園施設の安全対策に

関すること  

16  都市計画街路、都市公園、流域下水道、公共下水道等

の都市施設に係る被害調査の取りまとめ及び応急復旧

に関すること  

住    宅 

 

 

 

 

 

 

住 宅 課 

 

 

 

 

17  被災者への公営住宅等の提供及び必要な措置に関す

ること  

18  応急仮設住宅の建設に関すること  

19  被災者が行う住宅建設、修理等のための災害復興住宅

融資に関すること  

20  公営住宅の被害状況調査及び応急復旧に関すること 

建    築 

 

 

 

建築指導課 

 

 

21  宅地開発に伴う防災に関すること  

22  県有被災建築物の復旧工事に関すること  

23  応急危険度判定士の養成、登録に関すること  

24  被災建築物及び被災宅地の危険度判定に関すること 

経理部 

 

 

 

経理総務 

 

 

会 計 課 

 

 

１  部内及び本部室班との連絡調整に関すること  

２  応急救助に要する経費及び義援金の出納に関するこ

と  

３  災害救助基金の出納に関すること  



Ⅲ － 10 

 

経理部 

 

 

物品管理 

 

 

 

 

物品管理課 

 

 

 

 

４  食料、飲料水、医薬品及び生活必需品を除く必要物資

の調達に関すること  

５  県有車両（集中管理車両）の使用調整に関すること  

６  日本通運、その他の民間車両の借り上げに関すること 

７  緊急通行車両確認証明書の発行に関すること  

企業 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業総務 

 

 

 

総 務 課 

 

 

 

１  部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に

関すること  

２  企業局所管施設設備の被害状況の取りまとめに関す

ること  

３  その他企業対策部が活動する総合調整に関すること  

企    業 

 

 

 

 

 

 

電気工水課 

 

 

 

 

 

 

４  電気工水課所管業務の防災に関すること  

５  県営発電所及び県営工業用水道の被害状況調査及び

応急復旧に関すること  

６  企業局所管ダム施設の被害状況調査及び応急復旧並

びに二次災害防止に関すること  

７  電力及び工業用水の供給安定対策に関すること  

８  応急復旧に必要な資機材の確保に関すること  

文教 

対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校総務 

 

 

 

 

 

教育政策課 

 

 

 

 

 

 

１  部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること  

２ 市町教育委員会との連絡調整に関すること  

３  文教関係の被害状況の取りまとめに関すること  

４  公立学校施設の被害調査及び応急復旧に関すること  

５  避難地、避難施設となった学校施設の安全対策に関す

ること  

６  その他応急文教対策に関すること 

学校教育 

 

 

 

教職員課 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育推進室 

７  応急教育の実施に関すること  

８  被災児童生徒に対する学用品の供与等援護措置に関

すること  

９  学校施設における避難者の救援活動への協力に関す

ること  

学校保健 

 

学校安全・体育課 

 

10  被災児童生徒に対する医療、防疫、給食等に関するこ

と  

11  児童生徒の避難措置に関すること  

文化財保護 社会教育・文化財課 12  被災文化財の保護、修復に関すること  

協力班 

 

人権教育課 

 

13  当該課の災害対策関連事務の処理  

14  部内の各班、他部の応援に関すること  

 

 

公安部 

 

 

 

 

災害警備本部 

 

 

 

１  周辺住民等への情報伝達に関すること 

２  避難等の誘導及び屋内退避の呼び掛けに関すること 

３  交通規制及び緊急輸送の支援に関すること 

４  避難住民等の援助及び被災地域の犯罪の予防等社会

秩序の維持に関すること  

応援 

協力部 

 

 

各種委員会事務局 

監査委員事務局 

県議会事務局 

１  各部局の災害対策関連事務の処理  

２  他部の応援に関すること  
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第４項 地方機関の所掌事務 

 １ 地方本部未設置時においては、各出先機関は、地域行政連絡協議会の構成員である

とともに、それぞれ災害対策本部各対策部の地方機関として、その管轄区域内におけ

る部の所掌事務の処理に当たる。 

 ２ 警察署、交番、駐在所等警察の地方機関は、災害警備本部の組織として、災害対策

本部公安部の所掌事務を処理する。 

  ３ 地方本部と地方機関の関係 

(1) 地方機関は、地方本部が設置された場合は、地方本部の構成機関として、各対策

部が実施する応急対策業務に従事する。 

(2) 指示系統 

本部長 → 総務部長 → 本部室班長（防災危機管理課長） → 地方本部長 

 → 班  長 → 班  員 

(3) 出先機関の長は、地方本部の各班長となり地方本部長（地域行政連絡協議会長）

の指揮の下に活動する。 

 

 

第２節 オフサイトセンターへの職員の派遣 

 

県は、原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対

策協議会が設置される場合は、あらかじめ定めた職員をこれに派遣し、原子力緊急事態に

関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行うものとする。 

また、あらかじめ定めた職員をオフサイトセンターの機能班に派遣し、原子力施設の状

況、緊急時モニタリングの状況、被ばく医療の状況、住民避難等の状況等の把握に従事さ

せるものとする。 

 

 

第３節 専門家の派遣要請 

 

県は、特定事象等発生の通報があった場合は、必要に応じて、国及び関係機関に対して、

原災法第 10 条第 2 項に基づき、専門的知識を有する職員の派遣を要請するものとする。 

 

 

第４節 応援要請及び職員の派遣要請等 

 

第１項  応援要請 

県は、必要に応じて、広域相互応援協定等に基づき、他都道府県等に対して応援要請を

行うものとする。 

 

第２項 職員の派遣要請等 

県は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のために必要と認めるときは、指定行

政機関又は指定地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請し、又は内閣総理大臣に対し

て指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求めるものとする。 

また、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療に関する助言その他必要な援助を求めるものとする。 
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第５節 自衛隊への災害派遣要請 

 

知事は、国の原子力災害対策本部設置前において、自衛隊に災害派遣を要請する必要が

あると認める場合又は市町長から要請があった場合は、直ちに災害派遣を要請するものと

する。 

また、自衛隊による支援の必要がなくなったと認めたときは、速やかに自衛隊の部隊等

の撤収を要請するものとする。 

 

 

第６節 原子力災害被災者生活支援チームとの連携 

 

県は、住民の避難等が完了した段階において、国が設置する原子力災害被災者生活支援

チームと連携して、被災者の生活支援対策等を推進するものとする。 

 

 

 

第２章 災害情報の収集・伝達 

 

 

第１節 異常事象（Ａレベル）発生時の情報連絡 

 

第１項 異常事象発生情報の連絡 

１ 原子力防災管理者 

原子力防災管理者は、異常事象発生又は発生の通報を受けた場合は、直ちに、国(内

閣府、原子力規制委員会)、県等に文書により通報し、さらに、主要な機関等に対し

ては、その着信を確認するものとする。 

２ 県 

県は、原子力事業者から通報を受けた場合は、直ちに、関係周辺市町、関係消防本

部、県警察本部（警備課）、陸上自衛隊第１７普通科連隊、徳山海上保安部に連絡す

るものとする。 

なお、原子力事業者から通報がない状態において、県が設置しているモニタリング

ポストにおいて異常事象発生の通報を行うべき数値を検出した場合は、県は、原子力

事業者に施設の状況の確認を行うよう指示するものとし、原子力事業者はその結果を

県に連絡するものとする。 

３ 国 

国（原子力規制委員会）は、異常事象の発生及びその後の状況について、県等に対

して、情報提供を行うものとする。 

 

第２項 異常事象発生後の被害情報等の連絡 

１ 原子力事業者は、国（内閣府、原子力規制委員会）、県等に、異常事象発生後の施設

の状況、応急対策活動の状況及び被害の状況等を定期的に文書をもって連絡するもの

とする。 

２ 県は、関係周辺市町、関係機関に、原子力事業者及び国から連絡を受けた事項等を

随時連絡するものとする。 
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【異常事象発生時の情報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 特定事象（Ｂレベル）発生時の情報連絡 

  

第１項 特定事象発生情報の連絡 

１ 原子力防災管理者 

原子力防災管理者は、特定事象の発生又は発見の通報を受けた場合は、直ちに、国、

県等に、文書により通報し、さらに、主要な機関等に対しては、その着信を確認する

ものとする。 

２ 県 

県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた場合は、直ちに、関係周辺市町、

関係消防本部、県警察本部（警備課）、陸上自衛隊第１７普通科連隊、徳山海上保安

部に連絡するものとする。 

３ 国 

国（原子力規制委員会）は、通報を受けた事象について、原子力緊急事態宣言を発

出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等の事

故情報について、県及び県警察本部等に連絡するものとする。 

また、原子力保安検査官等現地に配置された国の職員は、特定事象発生後、直ちに

現場の状況等を確認し、その結果について速やかに原子力防災専門官に連絡するもの

とする。原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、国、県等に連絡するものとす

る。 

 

第２項 特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 

１  原子力事業者は、国、県等に、施設の状況、応急対策活動の状況及び事故対策本部

設置の状況、被害の状況等を定期的に文書をもって連絡するものとする。 

さらに、国の関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡するものと

する。 

電話 

F A X 

電話 

F A X 

警察電話 

F A X 

防災行政無線 

F A X 

防災行政無線 

F A X 

電話 

F A X 

電話 

F A X 

原 子 力 事 業 者 

（原子力防災管理者） 

内 閣 府 

原子力規制委員会 

山 口 県 

（防災危機管理課） 

伊方原子力規制事務所 

（原子力防災専門官） 

関 係 周 辺 市 町 

関 係 消 防 本 部 

山 口 県 警 察 本 部 

（警備課） 

陸自第１７普通科連隊 

徳 山 海 上 保 安 部 

愛 媛 県 

電話・F A X 
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２  国は、原子力防災専門官に対し、現地における情報の収集、原子力事業者、県、関

係周辺市町、現地事故対策連絡会議等との間の連絡・調整等を行うよう指示するなど

現地との緊密な連携の確保に努めるとともに、県等に、原子力事業者から連絡を受け

た事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するものとする。 

３ 県は、関係周辺市町、関係機関に、原子力事業者及び国から通報連絡を受けた事項、

各々が行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、相互の連絡を密にするものと

する。 

４ 県、関係周辺市町、関係機関、原子力事業者等は、国の関係省庁事故対策連絡会議、

現地事故対策連絡会議との連携を密にするものとする。 

【特定事象発生時の情報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 緊急事態（Ｃレベル）発生時の情報連絡 

第１項 原子力緊急事態宣言発出の連絡 

国は、原子力緊急事態が発生していると認める場合は、原子力緊急事態宣言を発出し、

県、緊急事態応急対策実施区域に係る市町等に対し、避難等の指示などの緊急事態応急対

策に関する事項を指示する。 

第２項 原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動情報、災害情報の連絡 

１ 原子力緊急事態宣言発出後は、国の現地対策本部、県・市町災害対策本部、関係機

関、原子力事業者等は、オフサイトセンターの機能班に、それぞれ職員を配置するこ

とにより、施設の状況、モニタリングの状況、被ばく医療の状況、住民避難等の状況

等の情報を共有するとともに、各々が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行

うものとする。 

 

電話 

F A X 

電話 

F A X 

警察電話 

F A X 

防災行政無線 

F A X 

防災行政無線 

F A X 

電話 

F A X 

電話 

F A X 

内 閣 府 

原子力規制委員会 

山 口 県 

（防災危機管理課） 

関 係 周 辺 市 町 

関 係 消 防 本 部 

山 口 県 警 察 本 部 

（警備課） 

陸自第１７普通科連隊 

徳 山 海 上 保 安 部 

原 子 力 事 業 者 

（原子力防災管理者） 

電話 

FAX 

愛 媛 県 

電話・F A X 

伊方原子力規制事務所 

（原子力防災専門官） 
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２ 各機関は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、各々が行う緊急事態応急対

策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 

３ 原子力防災専門官は、オフサイトセンターにおいて、必要な情報の収集を行うとと

もに、県、市町、関係機関、原子力事業者等の間の連絡調整等を引き続き行うものと

する。 

【原子力緊急事態宣言発出後の情報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 通信運用計画 

 

国は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じて、衛星電話、インターネット

メール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実

に伝達するものとされている。 

県は、伝達された内容を市町に連絡するものとし、地震や津波等の影響により、一般回

線が使用できない場合は、衛星通信回線並びに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡

を行うものとする。 

 

 

電話・FAX(専用回線) 

ＴＶ会議システム 

国 

原子力災害対策本部 

原子力災害合同対策協議会  

（オフサイトセンター） 

関 係 省 庁 

原子力安全基盤機構等 

警察電話 

F A X 

防災行政無線 

F A X 

防災行政無線 

F A X 

電話 

F A X 

電話 

F A X 

電話 

F A X 

山口県災害対策本部 

関係周辺市町災害対策本部  

関 係 消 防 本 部 

山 口 県 警 察 本 部 

（警備課） 

陸自第１７普通科連隊 

徳 山 海 上 保 安 部 

そ の 他 市 町 

そ の 他 関 係 機 関 

電話・FAX(専用回線) 

ＴＶ会議システム 

電話・FAX(専用回線) 

防災行政無線 
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第５節 原子力災害時における住民への指示 

 

第１項  住民への指示 

原子力災害時における住民への指示に当たっては、県災害対策本部又は原子力災害合同

対策協議会は、指示内容の統一徹底を図り、住民が心理的動揺、混乱を起こさないよう十

分留意するとともに、災害時要援護者及び一時滞在者に配慮した方法で実施するものとす

る。 

 

第２項  住民への指示の手段 

各機関は、住民に対して必要な措置の指示、命令等を行う必要がある場合には、次の方

法をはじめ、あらゆる通報手段をもって的確かつ迅速に行うものとする。 

 

１  県 

(1) 広報車、消防防災ヘリコプター 

(2) ラジオ、テレビ、インターネット、県防災メール、コミュニティＦＭ等 

(3) その他 

２  関係周辺市町 

(1) 防災行政無線（同報系） 

(2) 広報車 

(3) 拡声器 

(4) 緊急速報メールサービス 

(5) その他 

３  県警察 

(1) 広報車、ヘリコプター 

(2) その他 

４ 関係消防機関 

(1) 広報車 

(2) 拡声器 

(3) その他 

５  原子力事業者 

(1) 広報車 

(2) その他 

 

第３項  船舶等への指示伝達手段 

各機関は、災害対策本部等で決定した必要な措置の指示、命令等について、船舶等に対

して行う必要がある場合は、次の方法をはじめ、あらゆる通報手段をもって的確かつ迅速

に行うものとする。 

 

１  県 

(1) 船舶 

(2) 海岸局からの漁業無線による非常通信（非常通信協議会経由） 

(3) 徳山ポートラジオ 

(4) その他 
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２  県警察 

(1) 船舶 

(2) その他 

３  第六管区海上保安本部 

(1) 巡視船艇、航空機 

(2) その他    

【原子力災害時における住民等に対する指示系統図】 
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第３章 住民等への的確な情報の伝達 

 

 

第１節 広報事項 

 

県は、市町、関係機関及び原子力事業者等との連携を密にして住民等のニーズに応じた

適切かつ迅速な広報活動を行うものとする。 

広報活動は、原則として県災害対策本部又は原子力災害合同対策協議会の場を通じて十

分に内容を確認した上で実施するものとする。 

また、流言、飛語等による社会的混乱を防止するとともに、被災地の住民等の適切な判

断と行動を助け、住民等の安全を確保するため、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公

表と伝達に努めるものとする。 

災害の規模、態様に応じて、次の事項を主として広報を実施するものとする。 

１ 災害対策本部の設置 

２ 事故・災害等の概況 

３ ＳＰＥＥＤＩによる拡散予測状況 

４ モニタリング結果 

５ 緊急事態応急対策の実施状況 

６ 緊急事態応急対策において住民等が実施すべき事項 

７ 流言飛語防止等の県民等への呼びかけ 

８ 自主防災組織に対する活動実施要請 

９ 不足物資やボランティア募集情報等の受援情報の県外発信 

 

 

第２節 広報の方法 

 

県は、情報の出所を明確にした上で、災害の規模、態様に応じて最も有効な方法により

広報を行うものとする。 

なお、その際、住民の安心や災害時要援護者等に配慮した広報を行うものとする。 

 

第１項 報道機関による広報 

県は、ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関に対して情報を提供し、広報について協力を

要請するものとする。 

なお、災害の状況にかかわらず、必要に応じて記者発表を行うなど、積極的な広報に努

めるものとする。 

 

第２項  一般広報 

１  広報紙（臨時を含む）等による広報 

２  県提供のテレビ及びラジオの広報番組を活用した広報 

３ 広報車、ヘリコプター、船舶による広報 

４ 市町等の広報体制を活用した広報 

５ 相談窓口等の設置 

６ 県のホームページ等を活用した広報 
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第３節 広聴活動 

 

県、市町及び防災関係機関等は、被災住民、関係者等からの問合せ、相談、要望、苦情

等に対応し、適切な応急対策を推進するため、相談窓口等を開設するものとする。 

 

 

 

第４章 緊急時モニタリングの実施 

 

 

第１節 緊急時モニタリング本部の設置と各機関の任務 

 

第１項 県 

 県は、県災害対策本部を設置した場合又は環境生活部長が必要と認めた場合は、緊急時

モニタリング等を実施するため、環境生活部長を本部長とする緊急時モニタリング本部を

設置するものとする。 

 

【モニタリング組織と連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 関係周辺市町 

 関係周辺市町は、現地において実施する緊急時モニタリングに協力するものとする。 

 

第３項  原子力事業者 

原子力事業者は、自ら緊急時モニタリング等を実施し、データを提供するとともに、県

の緊急時モニタリングが円滑に行われるよう、協力するものとする。 

 

第４項  国 

 国（原子力規制委員会）は、原子力災害対策指針に基づき、緊急時モニタリング実施計

画を策定するものとする。 
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また、県は、国が原子力災害対策指針及び初動段階の緊急時モニタリングの結果等に基

づいて緊急時モニタリング実施計画を改定する場合、関係省庁、原子力事業者等とともに

改定に協力するものとする。 

国は、県から応援協力活動の要請があった場合又は自らの判断により、国等の専門家及

び緊急時モニタリング要員を派遣するものとする。 

  国は、緊急時モニタリングの結果に対する総合的な評価を行い、公表するものとする。 

県、立地県、関係周辺市町、原子力事業者、防災関係機関等は、緊急時モニタリングの

結果及びその総合的な評価を共有するものとする。 

 

 

第２節 緊急時モニタリングの実施方法 

 

第１項 異常事象（Ａレベル）発生時のモニタリング 

１  目的 

異常事象の情報及び気象情報の収集並びに平常時モニタリングの強化等を行い、効

果的な防災対策を行うための資料を得ることを目的とする。 

２ 測定項目 

(1) 空間放射線量率 

(2) 大気中の放射性ヨウ素濃度 

３ 測定、採取の地点 

ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）内 

 

第２項  特定事象・緊急事態（Ｂ・Ｃレベル）発生時のモニタリング 

１ 第１段階のモニタリング 

(1) 目的 

放出源の情報、気象情報及びＳＰＥＥＤＩから得られる情報等を総合的に解析し

て、住民等に対し緊急の指示（防護措置の実施）を行うための資料を得ることを目的

とする。 

(2) 測定項目 

ア 空間放射線量率 

イ 大気中の放射性ヨウ素濃度 

ウ 環境試料（飲料水、葉菜等）中の放射性ヨウ素濃度 

(3) 測定、採取の地点 

ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）を主体とした地域で、緊急時モニタリ

ング本部長が適当と認める地域 

２ 第２段階のモニタリング 

(1) 目的 

第１段階のモニタリングより更に広い地域について実施し、放射線及び放射性物

質の周辺環境に対する全般的影響を評価・確認し、飲食物等の摂取制限措置、農林

水産物の出荷制限等の措置をはじめとする各種の防護措置の解除を適時的確に講ず

ることを目的とする。 
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(2) 測定項目 

ア 空間放射線量率 

イ 積算線量 

ウ 大気中の放射性物質の放射能濃度 

エ 環境試料（飲料水、葉菜等）中の放射性物質濃度 

(3) 測定、採取の地点 

第１段階のモニタリングより更に広い地域で、緊急時モニタリング本部長が適当と

認める地域 

 

 

第３節 海上モニタリングの実施 

 

県は、緊急時モニタリング等の実施に当たり、特に必要と認めたときは、海上における

モニタリングを実施するものとする。 

 

第１項 使用する船舶 

海上におけるモニタリングの実施に当たっては、次の船舶のいずれかにより実施するも

のとする。 

１  県所属船舶 

２  海上保安庁所属船舶 

３  海上自衛隊所属船舶 

 

第２項 要員及び資機材 

海上におけるモニタリングは、原則として次の要員及び資機材により実施するものとす

る。 

１  県所属船舶により実施する場合は、県職員及び県保有資機材 

２  海上保安庁所属船舶又は海上自衛隊所属船舶により実施する場合は、文部科学省の

要請により派遣された緊急時モニタリング要員及び資機材 

 

第３項  海上保安庁による支援 

海上保安庁は、原子力災害対策本部又は知事から、海上におけるモニタリングの要請が

あった場合は、緊急時モニタリングのための海上行動に必要な支援を行うものとする。 

 

第４項  海上自衛隊による支援 

海上自衛隊は、必要に応じて海上におけるモニタリングを支援するものとする。 

 

 

第４節  上空モニタリングの実施 

 

県は、緊急時モニタリング等の実施に当たり、特に必要と認めたときは、上空における

モニタリングを実施するものとする。 

 

第１項 使用する航空機 

陸上自衛隊等の航空機 
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第２項 要員及び資機材 

上空におけるモニタリングは、原則として文部科学省の要請により派遣された緊急モニ

タリング要員及び資機材により実施するものとする。 

 

第３項  陸上自衛隊等による支援 

陸上自衛隊等は、必要に応じて上空におけるモニタリングを支援するものとする。 

 

 

第５節 ＳＰＥＥＤＩの予測結果 

 

県は、ＳＰＥＥＤＩの中継機を起動させ、国（原子力規制委員会）が行う放射能影響予

測等の計算結果を受信できる体制を確保するものとする。 

 

 

第６節 モニタリング結果等の評価 

 

県は、緊急時モニタリングの結果及びＳＰＥＥＤＩの計算結果等を、国から派遣された

専門家等の指導・助言を得ながら総合的に評価し、その分析内容等を災害対策本部及びオ

フサイトセンターに派遣した職員を通じて国の現地対策本部に報告するものとする。 

 

 

第７節 緊急時における住民等の被ばく線量の実測 

 

県は、健康調査・健康相談を適切に行うため、国等と連携し、発災後１か月以内を目途

に、住民等の被ばく線量の実測を行うとともに、速やかに外部被ばく線量の推計等を行う

ための行動調査を行うものとする。 

 

 

 

第５章 住民避難等の実施 

 

 

第１節 避難又は一時移転、屋内退避の指示等 

 

内閣総理大臣が緊急事態応急対策実施区域を定め、当該区域を管轄する市町（以下「応

急対策実施市町」という。）及び県に対して、避難又は一時移転、屋内退避の指示等を行っ

た場合は、県は、応急対策実施市町の長（以下「応急対策実施市町長」という。）に対して、

住民等に対する避難又は一時移転、屋内退避の指示等を行うよう連絡するものとする。 

応急対策実施市町長は、住民等に対する避難又は一時移転、屋内退避の指示等を行い、

消防機関、県警察等関係機関とともに、住民の避難誘導等を行うものとする。 

 

 

第２節 避難所の設置 

 

応急対策実施市町は、避難や一時移転が必要になった場合は、直ちに避難所を開設し、

設置場所等を速やかに住民等に周知するものとする。 
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応急対策実施市町は、避難所の運営に当たっては、照明、換気等の生活環境や情報伝達、

さらには、避難が長期化する場合のプライバシーの保護、男女のニーズの違い等男女双方

の視点に配慮するなど、県と連携して、避難場所における生活環境が良好なものとなるよ

う努めるものとする。 

特に、高齢者、障害者等の生活環境の確保や健康状態の把握、情報提供には十分配慮す

るものとする。 

県は、必要に応じて、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する

安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難場所として開設することを支援するものとす

る。 

 

 

第３節 避難等の実施 

 

第１項 住民への情報提供 

県は、応急対策実施市町が行う住民の避難や一時移転の誘導に協力するため、住民に向

けて避難所やスクリーニング等の場所、災害の概要等の避難に資する情報の提供に努める

ものとする。 

また、県はこれらの情報について、国の原子力災害現地対策本部等に対しても情報提供

するものとする。 

 

第２項 住民の避難等の状況の確認 

県は、応急対策実施市町長が避難や一時移転の指示等を行った場合は、応急対策実施市

町に協力し、戸別訪問、避難所における確認等あらかじめ定められた方法により住民の避

難等の状況を確認するものとする。 

また、避難等の状況の確認結果については、国の原子力災害現地対策本部等に対しても

情報提供するものとする。 

 

第３項 広域避難の調整 

県は、応急対策実施市町の区域を越えて避難や一時移転を行う必要が生じた場合は、受

入先の市町に対して、収容施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう要請す

るものとする。 

 

 

第４節 災害時要援護者の避難誘導 

 

応急対策実施市町は、高齢者等の災害時要援護者の避難誘導に当たっては、輸送手段等

に特に配慮するものとする。 

なお、避難所へ移動した災害時要援護者については、その状況を把握し、適切な福祉サ

ービスの提供等に努めるものとする。 

 

 

第５節 避難住民に対するスクリーニング 

 

県は、住民が避難や一時移転を行う場合は、関係機関と連携して、住民等（避難輸送に

使用する車両及びその乗務員を含む。）のスクリーニング及び除染を行うものとする。 
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第６章 飲食物の摂取制限、出荷制限等 

 

 

１ 県は、国からの放射性物質による汚染状況の調査の要請等に基づき、飲食物の検査

を実施するものとする。 

２ 県は、原子力災害対策指針の指標や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指示等に

基づき、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を実施するものとする。 

 

 

 

第７章 緊急被ばく医療の実施 

 

 

第１節 緊急被ばく医療本部の設置 

 

 県は、県災害対策本部を設置した場合又は健康福祉部長が必要と認めた場合は、緊急被

ばく医療等を実施するため、健康福祉部長を本部長とする緊急被ばく医療本部を設置する

ものとする。 

 

 

第２節 救護所における住民への対応 

 

第１項  救護所の開設・運営 

現地作業グループ指揮者は、住民の避難等が決定され、県災害対策本部から救護所開設

の指示があった場合は、避難所等に救護所を開設するものとする。 

 

第２項  スクリーニング等の実施 

スクリーニング班は、救護所等において住民に対し、スクリーニング、個人線量評価、

一般的な傷病の有無の検査、問診等を実施するものとする。 

 

第３項  除染等の実施 

診断除染班は、スクリーニングの結果、除染が必要と認められる場合は、救護所等にお

いて、被ばく者の除染を実施するものとする。また、除染の実施後に、再度汚染検査、問

診等を実施するものとする。 

 

第４項  一般医療活動の実施 

医療救護班は、救護所又は原子力災害対策地域の医療機関において、一般傷病者に対す

る医療活動を実施するものとする。 

 

第５項  医療機関への搬送 

現地作業グループ指揮者は、専門的な医療が必要と認められる者については、被ばく線

量、汚染の程度、全身状態等に応じ、適切な緊急被ばく医療機関（又は医療機関）への搬

送を指示し、必要な連絡・調整を行うものとする。 
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第６項  健康相談の実施 

健康管理班は、救護所等において、健康に不安をもつ住民等に対し、健康相談を実施す

るものとする。 

また、住民の健康不安のみならず、精神的負担及び心理変化についても配慮するものと

する。 

なお、救護所を開設するに至らない状況においても、住民が健康不安等から相談や検査

等を求めてきた場合、保健所、市町保健センター等は、適切な対応をするものとする。 

 

第７項  安定ヨウ素剤の搬送・配布準備 

ヨウ素剤準備班は、安定ヨウ素剤の備蓄場所から市町、救護所等への搬送、安定ヨウ素

剤内服液の調製など、あらかじめ配布のための準備を行い、配布の指示があった場合は、

市町が行う住民等に対する安定ヨウ素剤の配布に協力するものとする。 

 

 

第３節 安定ヨウ素剤の予防服用 

 

県は、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又は

そのおそれがある場合には、原子力災害対策指針を踏まえ、国が決定した方針に従い、又

は独自の判断により、直ちに服用対象者等が安定ヨウ素剤を服用できるよう、市町に対し

て服用すべき時期及び服用の方法の指示を行うとともに、医師・薬剤師の確保等その他の

必要な措置を講じるものとする。 
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【緊急被ばく医療活動体系図】 
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第８章 防災業務関係者の安全確保 

 

 

第１節 防災業務関係者の被ばく管理・安全管理 

 

県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合は、現場指揮者

と連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常心理下での活動にお

いて冷静な判断と行動が取れるよう配意するものとする。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、防災業務関係者相互の安全チェック体

制を整えるなど安全管理に配意するものとする。 

 

 

第２節 防護対策 

 

１  県は、必要に応じて、防災業務関係者や市町等に対して、防護服、 防護マスク、線

量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等の必要な措置を講ずるよう指示

するものとする。 

２  防護資機材に不足が生じた場合又は生じるおそれがある場合には、県は、原子力合

同対策協議会を通じて資機材等の確保に関する支援を要請するものとする。 

 

 

第３節 防災業務関係者の放射線防護 

 

１ 防災業務関係者の放射線防護については、あらかじめ定められた緊急時の防災関係

者の放射線防護に係る基準に基づき行うものとする。 

２ 県は県職員の被ばく管理を行うものとする。 

３ 放射線防護班は、被ばく管理を行う場所を設定し、必要に応じて除染等の医療措置

を行うものとする。 

４ 放射線防護班は、緊急時モニタリング本部及び緊急被ばく医療現地派遣チームと緊

密な連携のもと、被ばく管理を行うものとする。また、必要に応じて専門医療機関等

の協力を得るものとする。 

さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合には、国に対し

て、緊急被ばく医療派遣チーム等の派遣要請を行うものとする。 

５ 県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保す

るものとする。 

６ 県は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、国、関係周辺市町及び原子力事業

者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 
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第９章 緊急輸送活動 

 

 

第１節  緊急輸送の順位 

 

県は、市町及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要がある

ときは、次の順位を原則として調整するものとする。 

 

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、対応方針を定める少人数のグループの

メンバー 

第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・資機材の輸送 

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要員、資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

第５順位 その他緊急事態応急対策のために必要な輸送 

 

 

第２節 緊急輸送の範囲 

 

県は、市町及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要がある

ときは、次の範囲を原則として調整するものとする。 

 

１ 緊急事態応急対策要員及び必要とされる資機材 

２ 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 

３ 避難者、負傷者等 

４ 避難所を維持・管理するために必要な人員及び資機材 

５ 食料・飲料水等生命の維持に必要な物資 

６ その他緊急に輸送を必要とするもの 

 

 

第３節 緊急輸送体制の確立 

 

１ 県は、関係機関との連携により、輸送の優先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、

交通の混雑状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものとする。 

２ 県は、市町から要請があった場合、緊急事態応急対策活動が円滑かつ確実に行われ

るよう緊急輸送車両、船舶及び航空機を確保するとともに、自衛隊及び公共輸送機関

等に対して緊急輸送の応援を要請するものとする。 

 

 

 

第 10 章 治安の確保 

 

県は、県警察、海上保安庁等と協議し、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上

を含む。）における治安の確保を図るものとする。 

特に、避難の指示等を行った地域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関

する情報を提供し、盗難等の各種犯罪の未然防止や火災予防に努めるものとする。 
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第Ⅳ編  原子力災害中長期対策 

 

 

 

第１章 緊急事態解除宣言後の対応 

 

 

県は、原子力緊急事態解除宣言が発出された後においても、国及び市町と連携して原子

力災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとする。 

 

 

 

第２章 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 

 

 

第１節 避難の指示等 

 

原子力災害事後対策実施区域を管轄する市町長は、放射性物質による環境の汚染が著し

いと認められた場合は、当該汚染による原子力災害の発生又は拡大等を防止するため、必

要と認める地域の住民等に対して、避難や一時移転、屋内退避の指示等を行うものとする。 

この場合、市町長は、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び県に報告するもの

とする。 

 

 

第２節 警戒区域の設定 

 

原子力災害事後対策実施区域を管轄する市町長は、放射性物質による環境の汚染が著し

いと認められた場合には、必要に応じて、警戒区域を設定し、住民等に対して当該警戒区

域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命じるものとす

る。 

県は、市町長が設定した警戒区域等について、その実効を上げるために必要な措置をと

るよう関係機関等と調整するものとする。 

 

 

 

第３章 放射性物質による汚染の除去、放射性廃棄物の処理等 

 

 

県は、国、市町、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境

汚染への対応について、必要な措置を行うものとする。 
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第４章 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

 

 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、国、関係機関及び原子力事業者と協力して継続的に

環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表するものとする。その後平常時

における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。 

 

 

 

第５章 各種制限措置の解除 

 

 

県は、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判断、国の指

示等に基づき、原子力緊急事態応急対策として実施された立ち入り制限、交通規制、飲料

水・飲食物の摂取制限、出荷制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示するものとする。

また、制限措置解除の状況を確認するものとする。 

 

 

 

第６章 心身の健康相談体制の整備 

 

 

県は、国及び市町とともに、県民に対する心身の健康及び健康調査を行うための体制を

整備するものとする。 

 

 

 

第７章 風評被害等の影響の軽減 

 

 

県は、国及び市町と連携し、原子力災害による風評被害等の未然防止又は影響を軽減す

るために、農林水産業、地場産業の産品等の適切な流通等の促進のための広報活動を行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


